
イ
ス
パ
ニ

や
法
制
史
上
に
於
け
ろ
羅
馬
法
の
使
命

戸

倉

廣

は
し
が
き

一
、
羅
馬
法
の
費
施
時
代
（
紀
元
前
三
世
紀
よ
り
第
五
世
紀
）

『
羅
馬
法
の
残
存
時
代
（
第
五
世
紀
よ
り
第
十
三
世
紀
年
頃
）

三
、
ユ
帯
め
羅
翻
意
轍
入
時
代
（
第
十
ヨ
世
紀
二
丁
よ
り
第
十
六
世
紀
）

四
、
羅
馬
法
の
使
命
襲
動
時
代
（
第
十
六
世
紀
ポ
り
第
十
九
世
紀
末
）

五
、
羅
馬
法
の
使
命
遽
成
時
代
（
第
十
九
世
紀
末
以
隆
の
現
代
）

む
　
す
　
び

は
し
が
き

　
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
現
代
に
於
て
こ
そ
世
界
の
二
等
國
で
あ
る
が
、
第
十

六
匿
紀
に
於
て
は
阯
界
の
最
大
強
弓
で
あ
っ
た
。
近
代
的
國
家
統
～
が

達
せ
ら
れ
た
鮎
か
ら
概
察
す
る
な
ら
ば
、
正
に
目
陰
巴
に
於
け
る
最
初

の
國
で
あ
り
最
初
の
強
引
で
あ
っ
た
。
斯
か
る
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
國
の
法

律
が
現
代
の
段
階
に
蓬
す
る
迄
の
獲
展
史
は
次
の
五
時
代
に
分
つ
こ
と

が
出
來
る
Q
（
　
）
紀
元
前
三
世
紀
の
頃
よ
り
第
五
世
紀
に
至
る
ま
で
の

羅
馬
属
領
時
代
一
…
羅
馬
法
が
直
接
的
に
貰
施
さ
れ
た
時
代
。
三
）
第

五
世
紀
よ
の
第
十
三
世
紀
牛
頃
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
低
に
至
る
ま
で
の

イ
ス
パ
ニ
や
法
嗣
史
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
使
命

時
代
ー
ユ
ス
チ
ニ
ャ
ヌ
ス
帝
以
前
の
羅
馬
法
が
部
分
的
に
保
持
さ
れ
・

た
時
代
。
（
三
）
第
十
三
世
紀
牛
眼
よ
り
第
十
六
世
紀
の
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン

ド
及
び
イ
サ
ベ
ラ
治
世
宋
ま
で
の
時
代
f
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
復
興
し
た
る

ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
編
纂
に
か
x
る
羅
馬
法
が
国
入
さ
れ
る
時
代
。

（
四
「
）
第
十
↓
へ
世
紀
の
カ
ー
ル
五
挺
の
治
世
ト
帆
り
燃
刀
十
九
世
紀
末
に
於
胤
り

る
イ
ス
パ
ニ
や
法
典
の
編
纂
に
至
る
ま
で
の
時
代
一
羅
馬
法
の
畦
界

的
使
命
が
叢
動
し
部
分
的
法
典
が
編
纂
さ
れ
る
時
代
。
（
五
）
第
＋
九
世

紀
宋
以
後
の
現
代
法
の
時
代
－
完
全
な
統
｝
法
典
が
編
纂
さ
れ
、
羅

馬
鞍
の
世
界
的
使
命
が
達
成
さ
れ
る
時
代
レ
之
等
各
時
代
に
於
け
る
羅

馬
法
の
地
位
と
、
之
が
與
へ
た
影
響
若
し
く
は
使
命
を
法
湖
史
的
に
槻

察
し
て
み
た
い
、
と
云
ふ
の
が
此
の
拙
稿
の
趨
原
で
あ
る
。
倫
ぽ
此
の

小
論
は
「
羅
馬
法
の
批
界
的
使
命
は
、
一
三
家
に
一
箇
の
統
一
し
た
法

典
を
編
纂
せ
し
む
る
も
の
」
と
云
ふ
爾
提
の
も
と
に
す
し
め
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
Q

一
、
・
羅
馬
法
の
實
施
時
代

イ
ベ
リ
や
牟
島
に
於
け
る
原
始
民
族
の
起
源
並
に
其
の
民
族
姓

第
二
十
一
巷
　
第
二
階
　
　
三
入
三

（1菖5）



　
　
　
　
　
イ
ス
パ
　
ニ
や
法
欄
凹
・
斑
上
に
「
執
桝
俳
り
る
羅
麗
牌
法
の
硫
防
A
即

に
思
し
て
は
今
倫
ほ
不
明
で
あ
．
る
。
ま
し
て
彼
等
の
歴
史
的
事
績

に
於
て
は
禽
ほ
更
不
明
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
將
來
に
於
て
も
之
が

究
明
は
至
難
の
こ
と
き
冨
ふ
よ
り
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ら
う
。

只
歴
史
的
に
幾
分
其
の
確
獣
性
が
認
定
さ
れ
て
く
る
の
は
フ
ェ
ニ

キ
や
入
と
の
交
渉
に
始
ま
る
Q
　
フ
ェ
ニ
キ
や
人
は
既
に
紀
元
前
＋

扁
世
紀
湿
声
の
牟
島
ま
で
航
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等

の
驚
地
と
し
て
謙
る
叢
も
喜
も
の
は
。
・
鼠
摺
伽
轍

既
墾
今
）
で
あ
る
（
黒
蜜
野
副
穿
重
し
。
其
の
後
・
・

リ
ヵ
北
岸
に
於
け
る
フ
ェ
ニ
キ
や
人
の
カ
ル
タ
ゴ
が
隆
盛
と
な
る

や
、
彼
等
は
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
開
拓
に
力
を
注
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。

カ
ル
タ
ゴ
の
分
派
と
も
見
る
轟
き
も
の
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
海
岸
に

多
く
設
定
さ
れ
た
が
、
就
中
著
名
な
も
の
は
ノ
ヅ
ァ
・
カ
ル
タ
ゴ
で

あ
っ
た
ゆ
而
し
て
其
等
植
畏
地
の
最
も
嚢
即
し
た
時
代
は
紀
元
葡

三
世
紀
後
牛
の
頃
で
あ
っ
た
。
此
の
時
に
當
リ
カ
ル
タ
ゴ
は
羅
馬

と
の
第
一
ボ
エ
一
一
戦
役
（
前
節
六
四
i
前
二
四
一
）
の
結
果
シ
シ
リ

ー
及
び
サ
ル
ヂ
ニ
や
島
を
羅
馬
に
割
譲
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

カ
ル
タ
ゴ
の
玉
露
な
る
政
治
家
に
し
て
且
勇
武
な
る
軍
入
ハ
ミ
ル

カ
ル
・
バ
ル
カ
ス
は
、
羅
馬
に
謝
す
る
復
讐
の
資
源
開
嚢
の
爲
に
、

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
二
號
　
　
三
入
四

其
の
子
ハ
ン
ニ
バ
ル
を
携
へ
で
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
渡
っ
た
σ
ハ
ミ
ル

カ
ル
・
バ
ル
カ
ス
は
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
を
し
て
蕾
に
財
政
的
富
源
た

ら
し
む
る
の
み
な
ら
す
、
好
戦
的
な
る
彼
等
國
民
を
以
て
大
々
的

に
カ
ル
タ
ゴ
軍
除
の
補
充
を
な
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
然
る

に
羅
馬
は
麟
に
其
の
目
を
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
軍
民
と
其
の
幽
晶
富
な
る

鑛
凶
と
に
向
け
て
μ
居
っ
た
。
そ
し
て
第
ニ
ポ
エ
ニ
戦
役
（
前
｝
二

八
…
前
二
〇
一
）
の
結
果
、
カ
ル
タ
ゴ
の
勢
力
は
イ
ベ
リ
や
牟
島

よ
り
完
紅
熱
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
（
a
ω
℃
糸
口
．
り
里
心
＝
憩
●
　
切
誌
け
●
）
。

　
フ
ェ
ニ
キ
や
入
の
づ
ス
バ
ニ
や
支
配
は
、
其
の
根
方
に
於
て
蓮

商
的
観
貼
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
、
し

九
が
つ
て
彼
等
の
糖
民
地
統
治
は
、
極
言
す
る
な
ら
ば
、
イ
ス
バ

・
や
の
壁
上
磐
霧
雪
を
有
す
る
も
の
で
は
無
い
」
（
蟹
．
鉾

零
塞
無
業
一
事
籏
喉
、
一
；
鎖
．
、
幹
）
。
峯
…
は
、
・
ル

タ
ゴ
に
鋤
抗
し
て
夙
に
リ
オ
ン
灘
の
沿
岸
に
多
く
の
植
民
地
を
設

け
た
る
も
、
ピ
レ
ネ
ー
以
南
に
は
殆
ど
及
ぼ
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば

古
代
文
明
國
に
し
て
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
地
に
初
め
て
永
久
的
な
微

底
的
な
勢
力
を
扶
植
し
た
も
の
は
羅
馬
で
あ
る
。
羅
馬
入
は
彼
等

の
難
度
を
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
移
植
し
、
其
の
滑
々
た
る
村
落
を
統
一

（156）



し
、
抜
写
せ
る
部
族
を
統
制
し
て
墨
家
を
建
設
し
た
。
イ
ス
バ
ニ

・
や
を
し
て
鰍
羅
巴
的
な
る
世
家
と
な
し
た
も
の
は
實
に
彼
等
羅

馬
人
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
「
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
歴
史
は
羅

馬
人
が
之
を
獲
得
し
た
る
時
に
始
ま
る
と
言
は
る
聴
き
で
あ
る
」

（
巽
聾
鎗
Φ
匙
ω
雛
鴇
い
篭
び
Φ
膚
同
舞
．
、
）
。

　
併
し
乍
ら
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
敏
羅
巴
化
、
即
ち
羅
馬
化
は
決
し
て

　
一
朝
一
夕
に
し
て
完
成
さ
れ
九
も
の
で
は
無
い
。
先
づ
共
和
政
時

代
の
羅
馬
は
、
イ
ス
パ
ニ
ャ
を
北
部
の
田
彦
駿
（
○
門
　
O
凶
け
①
眠
一
〇
肖
）
と

南
部
の
害
同
夢
2
（
震
d
寒
駅
6
民
）
と
の
二
行
政
隈
域
（
℃
目
O
〈
岳
Ω
動
①
）

に
分
ち
、
年
々
統
治
者
へ
屡
々
震
0
8
話
乱
と
辮
せ
ら
る
紮
者
）
を

派
遣
し
た
。
南
部
は
當
初
よ
り
割
合
に
良
く
治
安
が
保
た
れ
た
る

も
、
北
部
は
頑
強
に
抗
雫
を
試
み
紀
元
前
二
世
紀
は
大
牟
戦
閣
に

，
費
さ
れ
た
。
併
し
反
抗
の
中
心
地
ヌ
マ
ン
チ
ヤ
も
、
小
ス
キ
ビ
オ

（
ω
。
量
。
》
Φ
邑
蕾
自
ω
）
の
巧
妙
な
る
策
戦
に
紀
元
前
一
三
三
年
遽

に
降
服
し
、
北
部
イ
ス
パ
ニ
ヤ
も
羅
馬
の
支
配
と
羅
馬
文
化
と
を

享
受
す
る
こ
と
』
な
っ
た
。
其
の
後
爾
ほ
幾
分
の
騒
鼠
は
あ
っ
た

が
、
野
牛
は
別
に
取
り
立
て
L
述
べ
る
程
の
こ
と
も
な
い
。
例
へ

ば
紀
元
前
八
○
年
よ
り
同
七
二
年
に
至
る
間
に
羅
馬
人
ω
③
洋
。
臥
蓄

　
　
　
　
　
　
イ
ス
。
ハ
　
ニ
や
法
…
翻
一
更
上
に
「
於
一
り
る
羅
棚
馬
法
の
楡
洗
A
叩

が
叛
旗
を
諾
し
た
る
際
彼
を
支
持
し
た
イ
ス
パ
ニ
や
入
は
、
既

に
彼
等
が
牛
羅
馬
人
と
な
り
た
る
こ
と
を
諦
す
る
も
の
で
あ
る

（
茎
）
。
又
西
北
山
地
に
在
る
少
数
の
未
服
礎
部
族
も
、
大
膿
は
紀

元
蘭
六
一
年
此
の
地
の
統
治
者
と
な
り
た
る
ユ
リ
ウ
ス
・
ケ
ー
ヅ

ル
に
依
っ
て
征
服
さ
れ
た
。
斯
く
の
如
く
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
次
第
に

而
も
確
實
な
歩
を
以
て
羅
馬
に
服
從
し
て
行
っ
た
。
勿
論
一
面
に

於
て
は
永
年
の
反
抗
が
あ
っ
九
。
併
し
此
の
永
年
に
亘
る
抗
箏
の

裏
面
に
こ
そ
不
和
と
文
化
と
の
確
立
な
る
登
展
が
燧
げ
ら
れ
た
こ

と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
之
と
共
に
彼
等
が
羅
馬
化
す
る
上
に

好
都
合
で
あ
っ
た
こ
と
，
郎
ち
三
時
羅
馬
文
化
に
比
肩
す
可
き
希

臓
文
化
叉
は
フ
ェ
ニ
キ
や
文
化
（
カ
ル
タ
ゴ
文
化
）
の
感
化
が
無

く
、
未
開
の
イ
ス
パ
ニ
や
入
が
喜
ん
で
羅
馬
文
化
を
享
受
し
た
こ

と
を
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
紀
元
前
一
世
紀
の
皐
頃
キ

ケ
ロ
及
び
ケ
ー
ザ
ル
の
時
代
に
は
、
少
く
と
も
南
部
地
方
は
虞
實

の
羅
馬
と
な
っ
た
。
其
の
雷
語
、
逆
読
、
宗
教
が
全
く
羅
馬
の
そ

れ
と
同
一
に
な
っ
た
こ
と
は
、
キ
ケ
ロ
や
ス
ト
ラ
ボ
が
一
致
し
て

記
愉
し
て
る
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
嘗
て
フ
ェ
ニ
キ
ヤ
の
植
民
地
た

り
し
○
蝕
⑳
（
カ
ヂ
ス
）
は
、
ク
ー
ザ
ル
の
恩
恵
に
依
っ
て
と
環
三
。
7

　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巻
　
第
二
號
　
　
三
入
五

（　1：一，7　）



　
　
　
　
　
イ
ス
バ
エ
や
法
制
更
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
使
命

磯
陰
ョ
と
し
て
の
市
制
上
の
特
模
が
付
人
さ
れ
た
（
駐
二
）
。
郎
ち
カ

ヂ
ス
の
市
民
は
＋
分
羅
馬
化
し
た
も
の
と
認
定
さ
れ
て
、
羅
馬
入

と
し
て
の
身
分
上
の
特
礎
と
羅
馬
市
民
模
と
が
與
へ
ら
れ
た
。
斯

か
る
熱
論
上
の
特
櫻
が
付
與
さ
れ
た
る
は
實
に
伊
太
利
以
外
に
鞭

て
は
○
践
¢
を
以
立
敵
矢
と
す
る
。
斯
く
の
如
き
歌
況
に
も
ち

來
さ
れ
た
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
於
け
る
共
和
政
時
代
の
法
源
は
、
言
・
勘

ま
で
も
な
く
羅
馬
の
嘆
餌
¢
§
が
馴
す
る
告
示
法
（
①
脅
邑
で

あ
っ
た
。
勿
論
補
助
法
と
し
て
地
方
的
に
歪
力
を
有
す
る
慣
習
法

は
あ
っ
た
が
、
根
本
的
に
は
プ
レ
ー
ト
ル
の
告
示
法
が
任
地
に
在

る
統
治
者
援
っ
て
施
馨
れ
た
の
で
あ
ゑ
紘
一
町
、
辱
の
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

羅
。
爵
難
黙
濃
轄
箋
自
書
軌
。
、
鯵
、
調
、
び
．
、
。
）
。

　
羅
馬
が
帝
政
時
代
と
な
る
や
、
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
（
恐
ら
く
チ
ベ

リ
ウ
ス
帝
）
は
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
行
政
改
革
を
な
し
、
之
を
地
理
的

歌
書
に
し
九
が
つ
て
次
の
如
き
三
行
政
覆
域
に
分
つ
た
。
（
a
）

タ
ラ
コ
ネ
ン
シ
ス
（
8
2
・
肖
窮
8
影
。
露
量
北
部
、
西
北
部
、
中
央
高

地
、
ノ
ヴ
ァ
カ
ル
タ
ゴ
以
北
の
東
海
岸
地
方
）
。
（
b
）
ル
シ
タ
ニ
ヤ

・
（
冒
ω
討
魯
大
罷
現
介
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
な
れ
る
西
部
地
方
）
Q

（
c
）
ペ
ー
チ
カ
（
鯉
魯
慈
南
部
地
方
）
。
杜
漏
三
行
政
隔
域
の

　
　
　
　
　
　
第
二
十
「
撫
讐
　
第
二
號
　
　
　
灘
…
八
山
ハ

中
（
a
）
と
（
b
）
と
は
軍
籍
統
卒
構
を
有
す
る
皇
帝
直
属
の
代
官

（
δ
幻
妖
。
。
》
轟
蕊
訟
頸
O
殺
”
0
8
お
）
が
統
治
し
た
る
も
、
（
a
）
は
特

に
抗
論
多
き
地
方
な
る
を
以
て
多
撒
の
軍
隊
を
從
属
せ
し
め
た
。

而
し
て
（
c
）
は
最
も
穏
和
に
し
て
豊
饒
な
る
地
方
な
れ
ば
、
軍
隊
．

統
牽
樺
を
有
せ
ざ
る
元
老
院
直
属
の
肩
0
8
選
鉱
が
其
の
行
政
宜

と
な
っ
た
。
斯
か
る
行
政
組
織
は
大
酒
に
於
て
羅
馬
帝
政
時
代
の

終
末
に
至
る
ま
で
存
廃
し
た
。
そ
し
て
此
の
間
に
於
け
る
イ
ス
パ

ニ
ヤ
の
繁
榮
は
著
し
き
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
羅
馬
文
化
の
向
上

に
貢
撃
る
と
こ
ろ
甚
さ
じ
あ
っ
た
（
鵜
琴
饗
H
。
聴
鼠
…
9
b
ゴ
肩
，
犀
鍵
さ
圃
6
騨
）
。
財
政
的
に

は
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
羅
馬
の
酒
庫
で
あ
り
（
難
三
）
、
文
化
的
に
は
、

イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
羅
馬
の
黄
金
時
代
（
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
時
代
）
に
績
い

て
白
銀
時
代
を
出
現
せ
し
め
た
。
試
み
に
羅
馬
文
化
史
を
飾
る
イ

ス
パ
ニ
や
入
を
學
示
す
る
な
ら
ば
、
辮
護
士
と
し
て
羅
馬
に
噴
々

た
る
名
聲
を
馳
せ
た
コ
ル
ド
バ
童
言
の
娼
9
。
冨
U
p
嘗
。
を
初
め

と
し
、
セ
ネ
カ
父
子
は
書
ふ
に
及
ば
す
、
調
刺
作
家
竃
p
盛
臥
（
9

ヒd

ﾊ
琶
、
叙
．
事
詩
人
営
。
影
、
評
論
家
ρ
魯
p
農
磐
、
其
の
他

∩
○
ζ
器
鼠
　
ω
手
槍
§
ミ
吋
～
麸
受
理
羅
に
愚
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
又

政
治
史
的
に
概
察
す
る
な
ら
ば
、
外
國
人
に
し
て
羅
馬
の
コ
ン
ス

（158）



ル
と
な
つ
九
最
初
の
者
は
カ
ヂ
ス
罵
れ
の
切
2
。
♂
窮
で
あ
、
り
、
外
國

入
に
し
て
羅
馬
の
皇
帝
と
な
っ
た
者
は
セ
ヴ
ィ
リ
や
生
れ
の
ト
ラ

ヤ
ヌ
ス
及
び
彼
の
甥
ハ
ド
リ
ヤ
ヌ
ス
の
雨
樋
で
あ
る
釜
巴
。

　
斯
く
観
察
し
來
る
と
、
総
攻
時
代
の
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
「
羅
馬
の

イ
ス
パ
ニ
ヤ
な
り
や
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
羅
馬
な
り
や
」
其
の
判
断

に
迷
ふ
程
で
あ
る
。
之
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
等
を
初
め
と
す
る
羅
馬
帝

國
の
主
槽
者
が
、
。
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
諸
都
市
に
市
制
上
の
特
標
導
二
、

巳
9
℃
ぼ
ヨ
を
冠
面
し
て
、
幾
多
の
彰
信
惹
豆
p
叉
は
8
δ
駄
器
ゆ
ぞ
設

定
す
る
等
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
以
て
此
の
國
の
羅
馬
化
を
完
全
且
迅

遽
な
ら
し
め
た
が
爲
で
あ
る
（
註
五
）
。
此
の
間
に
於
け
る
イ
ス
パ
ニ

ヤ
の
主
要
な
る
法
源
は
、
ハ
ド
リ
ヤ
ヌ
ス
帝
治
世
中
（
第
二
世
紀

蘭
傘
）
に
ω
鋤
三
塁
冒
冨
話
が
プ
レ
ー
ト
ル
の
告
示
法
を
編
纂
し

た
告
示
法
輯
鋒
（
盤
ハ
）
で
あ
る
。
告
示
法
輯
録
を
イ
ス
バ
ニ
ャ
に
施

行
す
る
た
め
9
甘
の
は
註
繹
を
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
之
實
に
イ

ス
パ
ニ
ヤ
に
施
行
さ
れ
た
普
通
法
の
最
初
の
法
典
で
あ
る
。
其
の

後
帝
政
の
推
移
と
共
に
、
次
第
に
皇
帝
の
法
令
が
重
要
性
を
有
す

る
こ
み
ふ
な
っ
た
。
此
虚
に
於
て
、
ハ
ド
リ
ヤ
ヌ
ス
帝
よ
の
ヂ
オ

ク
レ
チ
ャ
ヌ
ス
帝
釜
中
）
に
至
る
歴
代
羅
馬
皇
帝
の
法
曽
を
編
纂
し

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
制
史
上
に
於
け
・
る
羅
罵
…
法
の
使
命

た
第
三
世
紀
末
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
法
典
型
置
我
9
£
・
膏
蒙
ω
）
、

及
び
ヂ
オ
ク
レ
チ
ヤ
ヌ
ス
帝
並
に
マ
キ
シ
ム
ス
帝
の
法
令
を
第
四

雛
紀
初
頭
に
編
纂
し
た
ヘ
ル
モ
グ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
（
O
o
q
賃
韻
。
マ

」
旨
。
σ
q
①
泣
碧
房
）
と
が
施
行
さ
れ
る
に
至
つ
九
。
其
の
後
第
五
世
紀

前
傘
に
、
東
羅
馬
皇
帝
テ
オ
ド
シ
ゥ
ス
ニ
童
が
公
に
せ
る
テ
オ
ド

シ
ゥ
ス
法
典
（
∩
・
畠
窪
窪
8
畠
・
珍
．
か
、
西
羅
馬
皇
帝
ヴ
ァ
レ
ン
チ

ニ
ヤ
ヌ
ス
三
世
に
依
っ
て
自
身
の
法
令
と
共
に
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に

施
行
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
な
る
幕
下
で
あ
る
。
之
と
共
に
羅
馬
の

著
名
な
る
法
律
家
、
例
へ
ば
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
、
パ
ウ
ル
ス
，
ウ
ル

ピ
ア
ヌ
ス
、
　
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
等
の
薯
作
が
無
告
に
据
來
さ
れ
た

こ
と
も
皆
磨
き
で
あ
る
（
蒙
㎡
側
壁
難
遠
認
鎚
．
鐸

雄）

z
く
て
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
生
活
は
羅
馬
法
の
原
野
の
眞
只

中
に
お
か
れ
る
こ
と
エ
な
っ
た
。

　
先
に
蓮
べ
し
如
く
羅
馬
の
イ
ス
パ
ニ
や
支
配
は
、
此
の
國
を
し

て
根
本
よ
り
羅
馬
的
な
る
も
の
に
憂
更
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
牟

蟹
族
的
で
あ
り
牛
遊
牧
的
で
あ
っ
た
彼
等
を
、
固
定
せ
る
一
般
的

制
度
に
依
っ
て
祉
會
入
た
ら
し
め
、
膏
に
精
紳
的
に
の
み
な
ら

す
、
文
化
、
墨
黒
、
政
治
、
経
濟
、
法
律
，
軍
事
の
上
に
於
て
市

　
　
　
　
　
　
第
二
十
…
雀
　
第
二
號
　
　
三
入
七

（159）



　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
剃
史
上
に
於
け
る
羅
焉
法
の
使
命

民
と
し
て
の
規
範
に
依
っ
て
結
合
せ
し
む
る
こ
と
エ
し
た
。
此
慮

に
於
て
米
閥
な
る
彼
等
は
高
き
教
養
あ
る
國
民
に
お
き
か
へ
ら

れ
、
村
落
は
都
市
に
三
一
し
、
饗
立
し
た
部
族
は
三
家
の
中
に
吸

牧
さ
れ
九
。
謂
は
黛
新
し
き
羅
馬
國
家
が
出
現
し
た
わ
け
で
あ
り
、

其
の
「
羅
馬
化
は
イ
ス
パ
ニ
や
史
上
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
」

（
蟹
聴
感
。
露
㌦
而
し
て
葎
文
化
に
於
て
も
、
最
初
の
力

強
き
根
抵
と
な
れ
る
も
の
は
羅
馬
法
で
あ
る
。
之
を
識
す
可
き
事

實
は
多
々
あ
る
も
、
面
県
に
次
の
事
項
を
記
す
る
の
み
に
て
＋
分
で

あ
る
。
即
ち
羅
馬
法
の
根
本
的
概
念
、
殊
に
動
転
、
物
僅
、
債
上
等

に
着
す
る
法
律
は
イ
ス
パ
ニ
や
法
を
支
配
し
、
此
の
國
の
法
律
糞

展
の
三
三
と
な
り
、
永
久
に
”
其
の
感
化
力
を
失
は
ぬ
も
の
で
あ
る

（獣

I
、
鮪
9
轟
嚢
羅
蜘
幾
ギ
倒
置
。
圃
聾
．
擁
舞
q
灘
踊
旨
）
。

實
に
羅
馬
法
の
洗
灘
を
受
け
深
く
之
を
培
養
し
た
る
イ
ス
パ
ニ
ヤ

は
其
の
後
幾
度
か
異
族
の
侵
入
支
配
を
受
け
た
る
も
、
常
に
羅
馬

法
又
は
其
の
法
律
思
想
に
立
ち
戻
り
、
羅
馬
法
の
近
代
的
領
域
を

形
成
す
る
に
至
る
は
黙
然
の
こ
と
で
あ
る
。

（
註
一
）
ω
興
ε
尻
貯
ω
に
帯
民
惣
の
ω
色
僧
と
灘
ひ
、
敗
れ
て
ア
フ
リ
カ
に
退

　
　
き
し
が
、
後
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
赴
を
自
ら
イ
ス
パ
エ
ヤ
の
支
鯉
者
六
ら

　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巻
　
第
二
號
　
　
三
入
八

　
　
ん
と
す
O
之
、
羅
馬
の
政
＄
に
し
て
、
之
に
組
し
重
る
イ
ス
パ
ニ
ヤ

　
　
人
ほ
既
に
羅
馬
化
せ
う
も
の
と
見
る
可
き
で
あ
る
。

（
三
二
）
矧
葦
二
臨
。
帯
貯
ぎ
に
つ
い
て
に
》
疑
淫
ぎ
潮
8
｝
お
剛
q
切
8
蔓
o
h
H
ご
。
『
智
謬

　
　
O
ぎ
一
圃
鑓
無
g
・
（
樗
§
。
・
｝
簿
a
ξ
｝
、
蜀
9
切
。
5
℃
宰
a
議
鼻
に
詳

　
　
写
し
て
あ
る
Q

（
註
三
）
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
鑛
魔
物
ぽ
羅
馬
に
と
っ
て
重
要
な
る
も
の
で
あ

　
　
り
、
蘇
に
銀
、
鐵
、
銅
、
錯
及
び
錫
等
ほ
夙
に
羅
馬
人
の
問
に
知
ら

　
　
れ
、
重
要
覗
さ
れ
て
る
六
。

（
註
四
）
之
等
価
帝
ぼ
實
際
に
於
て
に
伊
太
利
の
系
統
な
引
く
も
の
で
あ

　
　
ろ
。

（
註
五
）
℃
ぎ
蕊
の
罷
す
う
と
こ
ろ
に
綜
う
と
、
常
時
8
ぎ
μ
幕
が
＋
四
、

　
　
髪
簿
覧
ρ
が
九
あ
っ
糞
。
8
δ
・
膏
。
と
葺
三
。
嘗
・
と
の
差
に
殆
ど

　
　
無
く
、
ハ
ド
”
ア
ヌ
ス
帝
の
治
世
暗
代
に
に
既
に
伺
｝
覗
さ
れ
「
ろ
や

　
　
う
に
な
つ
象
。

（
雛
山
ハ
）
拙
著
「
脚
灘
馬
法
剃
三
瓶
脳
瓢
醐
」
山
ハ
五
！
山
ハ
⊥
ハ
頁
由
参
昭
℃

（
瀧
七
）
ズ
鉾
H
o
】
設
磐
讐
匡
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
帝
な
り
と
塾
べ
て
る
る
が
、

　
　
此
の
法
典
が
編
纂
さ
れ
距
年
代
（
紀
元
二
九
五
年
頃
）
か
ら
推
し
て
ヂ

　
　
ナ
〃
レ
チ
ァ
ヌ
ス
帝
と
す
可
き
で
あ
ろ
Q

　
　
　
　
二
、
羅
馬
法
の
獲
存
時
代

　
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
六
百
年
以
上
の
間
羅
馬
の
属
領
と
し
て
羅
馬
法

の
直
接
支
配
下
に
在
っ
た
。
然
る
に
第
五
世
紀
に
入
る
や
、
羅
馬

帝
國
よ
り
分
離
す
る
こ
と
義
な
っ
た
。
紀
元
四
一
四
年
チ
ェ
ー
ト

（leo）



ン
族
の
一
、
西
ゴ
ー
ト
族
の
た
め
に
征
服
さ
れ
、
此
慮
に
酉
ゴ
ー

ト
の
王
手
が
建
設
さ
れ
た
。
此
の
王
國
は
第
八
撤
紀
に
サ
ラ
セ
ン

入
が
侵
入
す
る
ま
で
三
世
紀
間
綴
凝
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
中

世
イ
ス
パ
ニ
や
法
の
最
初
の
集
輯
は
西
ゴ
ー
ト
族
の
王
≧
母
8
目

（
戯
o
O
樽
一
0
1
0
M
）
の
立
法
に
し
て
、
柾
服
し
た
る
羅
馬
入
の
た
め
に
五
〇

六
年
当
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
聾
）
。
此
の
法
典
は
屡
々
．
．
津
？

イ
訂
覧
、
叉
は
「
ア
ラ
ー
リ
ッ
ク
法
典
」
と
解
せ
ら
れ
、
西
廻
に
於
け

る
羅
馬
的
法
典
と
し
て
永
い
閥
重
要
な
る
地
位
を
占
め
て
み
た
。

賢
に
第
十
三
世
紀
に
至
っ
て
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
編
纂
に
か
温

る
完
全
な
羅
馬
法
（
∩
o
彰
垢
冒
嘉
Ω
ぐ
罠
・
・
）
が
伊
太
利
の
ボ
ロ
ニ

ヤ
に
復
興
し
て
、
之
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
土
入
さ
れ
る
ま
で
重
要
性

を
有
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
但
し
サ
ラ
セ
ン
入
の
イ
ス
パ
ニ
や
征

服
前
約
三
下
年
の
頃
、
郎
ち
第
七
世
紀
末
に
至
り
ア
ラ
！
リ
ッ
ク

法
典
は
、
「
羅
馬
的
証
ゴ
ー
ト
の
法
典
」
と
も
稽
す
可
き
ヘ
へ
団
O
毎
日

葺
2
毫
、
（
・
三
に
依
っ
て
箋
さ
る
三
遠
な
つ
壷
共
晶

労
○
厳
9
鐸
H
逼
羅
三
二
。
り
円
。
自
醇
昌
ジ
、
〇
二
亀
ン
。

緊
署
畷
巳
＾
．
ぢ
覗
く
。
】
減
．
℃
誌
8
　
　
、

　
、
．
屑
〇
三
諺
｝
鼠
夏
旨
，
は
｝
鐘
8
（
①
Q
o
刈
一
八
O
O
）
王
の
治
野
中
ト
レ

ド
；
に
開
催
さ
れ
た
る
第
十
六
回
宗
教
會
議
に
依
っ
て
編
纂
さ
れ

　
　
　
　
　
イ
ス
。
ハ
訟
や
法
柵
型
史
上
に
・
於
旧
り
る
羅
縣
法
の
使
へ
即

た
も
の
で
あ
る
。
此
の
中
に
は
詞
弓
剛
。
…
刃
0
8
の
く
葺
　
閃
璽
く
お
　
及

び
国
σ
9
§
等
諸
王
の
法
令
が
含
ま
れ
、
實
に
ゴ
ー
ト
族
活
躍
の
初

期
よ
り
の
法
令
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
か
も
其
の
中
に
敗

録
さ
れ
た
る
法
令
は
、
鷲
に
西
ゴ
ー
ト
諸
王
の
図
幅
及
び
ゴ
ー
ト

族
の
古
き
慣
習
の
み
な
ら
す
、
諸
宗
教
評
議
に
於
て
決
定
さ
れ
た

る
多
く
の
寺
院
法
（
9
⇒
〇
三
孝
）
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
其
の

相
績
、
婚
姻
、
法
人
、
所
有
樺
、
時
敷
及
び
契
約
に
關
す
る
法
律

は
鷺
法
に
超
せ
る
も
の
で
あ
る
霧
響
回
讐
葬
鋒
讐

宮、
ｰ
、
。
・
q
。
。
．
ビ
）
。
さ
れ
ば
．
．
切
・
三
・
・
二
巳
凶
§
ぽ
掌
編
法
と
チ
ュ

ー
ト
ン
法
と
を
票
統
的
に
艦
系
づ
け
た
る
中
世
最
初
の
大
法
典
で

あ
る
。
全
濃
口
が
十
二
編
五
四
出
早
五
七
八
條
よ
り
成
り
、
全
4
ス
バ

ニ
ヤ
に
施
行
さ
る
製
こ
と
・
な
っ
た
。
師
ち
第
七
世
紀
末
に
、
一

民
族
と
し
て
結
合
さ
れ
た
る
爾
民
族
一
征
王
民
た
る
ゲ
ル
マ

ン
人
と
被
征
服
民
た
る
羅
馬
的
イ
ス
パ
ニ
や
人
一
・
i
を
融
合
す
る
、

た
め
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
法
典
は
、
サ
ラ
セ

ン
人
の
イ
ス
パ
ニ
や
征
服
に
依
っ
て
は
濡
滅
せ
し
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
サ
ラ
セ
ン
に
屈
せ
ざ
る
ア
ス
ツ
リ
ヤ
ス
、
レ
オ
ン
。
カ
ス
テ

ラ
、
ナ
ヴ
ァ
ル
等
に
残
存
し
後
世
に
大
な
る
影
響
を
輿
ふ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
第
二
十
…
巷
　
第
二
輩
　
　
三
入
九

（161）



　
　
　
　
　
イ
ス
パ
　
ニ
や
法
面
史
上
に
「
於
沖
り
る
珊
灘
驚
碑
法
の
僚
W
A
叩

あ
る
。
但
し
第
十
三
世
紀
と
な
る
や
．
（
蜀
O
毎
巳
冒
9
2
営
り
．
は
イ

ス
パ
ニ
や
的
に
．
．
司
的
証
。
冒
お
。
．
．
と
俗
稔
さ
れ
る
に
至
り
、
ラ

テ
ン
語
の
原
本
も
イ
ス
パ
ニ
や
語
に
翻
課
さ
れ
た
。
其
の
後
第
＋

四
世
紀
否
第
十
八
世
紀
と
な
り
て
も
侮
ほ
．
．
閏
β
2
0
冒
轟
。
ご
は

カ
ス
テ
ラ
に
保
持
さ
れ
て
み
た
。
欝
欝
に
於
て
此
の
法
典
は
、
第

十
九
世
紀
末
と
な
り
て
現
行
民
法
典
が
編
纂
さ
れ
て
其
の
法
律
が

統
一
せ
ら
れ
る
ま
で
は
、
全
然
無
数
に
は
な
っ
て
し
ま
は
な
か
っ

た
（
後
述
「
四
」
及
「
五
」
参
照
）
。
そ
れ
の
み
な
ら
す
、
現
行
イ
ス
パ

ニ
や
民
法
典
の
中
に
も
此
の
法
典
か
ら
幾
多
の
法
規
が
取
入
ら
れ

て
み
る
（
脅
舞
9
ど
Ω
艶
目
婁
・
。
3
署
●
い
轟
二
ひ
よ
N
）
。
さ
れ
ば
西
丁
・
族
の
法
縫
る

。
．
剛
。
三
管
冒
養
鶏
ヨ
ご
は
、
歴
史
的
に
看
る
な
ら
ば
現
代
の
イ
ス

パ
ニ
や
法
及
び
イ
ス
パ
ニ
や
領
た
り
し
近
代
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
法

律
に
と
っ
て
父
で
あ
り
愚
で
あ
る
。

　
之
と
共
に
、
羅
馬
教
會
の
寺
院
法
が
サ
ラ
セ
ン
人
の
侵
入
よ
り

遙
か
以
前
既
に
輩
固
な
根
栂
を
お
い
て
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
に
感

化
ゆ
ぜ
與
へ
て
居
っ
た
。
轟
共
の
事
・
審
ハ
は
、
第
十
七
惜
帝
紀
士
小
の
ト
レ
ド

ー
に
於
け
る
第
十
七
嗣
宗
敏
會
議
に
際
し
て
國
王
及
び
櫓
総
の
決

議
に
な
れ
る
法
令
の
中
に
現
れ
て
み
る
。
一
鵬
寺
院
法
は
、
殊
に

　
　
　
　
　
　
第
二
十
…
論
策
二
二
　
　
三
九
〇

其
の
世
俗
的
な
る
部
分
は
全
く
羅
馬
法
に
外
な
ら
な
い
か
ら
し
て

（ω
y
毒
9
ジ
》
。
ヨ
器
ζ
哲
箸
』
H
。
。
る
8
）
、
薦
法
の
影
響
は
亥
バ
・
や
に
羅
馬
法

の
感
化
を
壌
進
ず
る
こ
と
・
な
っ
た
。
而
し
て
其
の
後
幾
世
紀
闇

も
身
分
法
係
は
敏
會
の
猫
占
的
拘
束
力
の
下
に
お
か
れ
た
。
例
へ

ば
婚
姻
は
敏
會
の
出
生
登
記
と
共
に
急
難
の
登
録
に
依
っ
て
謹
明

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
叉
死
亡
に
關
し
て
も
其
の
葬
儀

が
教
會
に
依
っ
て
績
ま
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
（
一
如
5
詫
ギ
噛
誓

、
。
．
）
。
斯
く
の
如
義
會
が
勢
力
を
有
す
る
此
の
讐
、
寺
院
法

が
比
較
的
慈
愛
ま
で
大
な
る
力
を
有
し
て
暦
つ
た
こ
と
は
亦
注
旨

す
可
き
で
あ
る
。

　
傭
て
愈
々
サ
ラ
セ
ン
は
第
八
世
紀
初
頭
イ
ス
パ
ニ
ャ
を
侵
略
す

る
こ
と
瓦
な
つ
九
。
サ
ラ
セ
ン
酒
煮
ア
フ
リ
カ
総
督
日
①
包
【
は
、
東

羅
馬
帝
闘
圃
の
仙
幾
贈
狽
セ
ウ
タ
（
O
o
煽
欝
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
乱
映
に
面
山
9

ゐ
地
域
）
の
総
督
冒
雪
を
首
途
の
血
祭
に
あ
け
、
彼
よ
り
船
舶
を

奪
っ
て
七
一
一
年
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
景
を
渡
っ
た
。
之
等
マ
ホ
メ

ッ
ト
軍
の
侵
略
に
會
ひ
、
軍
団
頻
。
α
Φ
ぽ
は
職
死
し
、
西
ゴ
…
ト
王

國
は
滅
亡
し
た
。
三
年
間
に
亘
る
マ
ホ
メ
ッ
ト
軍
の
席
巻
に
依
っ

て
、
残
留
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
北
部
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
山
地
に
騙
逐
さ
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れ
た
．
　
準
ホ
メ
ヅ
ト
軍
は
い
ヅ
ブ
テ
ル
ダ
ル
海
峡
を
渡
っ
て
よ
砂

七
年
に
し
て
更
に
ピ
レ
ネ
ー
由
腋
．
を
越
え
て
ガ
リ
ヤ
に
侵
入
し
た

（
罪
難
P
。
鳥
．
9
）
。
然
る
に
彼
等
は
紀
元
七
三
霧
雲
ル
の
戦
に

．
出
て
、
フ
ラ
ン
ク
の
宮
宰
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
。
マ
ル
テ
ル
に
打
破
ら
る
Σ

以
前
翫
に
其
の
勢
は
減
退
し
て
居
っ
た
。
放
に
彼
等
は
、
ピ
レ
ネ
ー

以
北
の
欧
羅
巴
を
支
配
す
る
こ
と
は
義
弟
な
か
っ
た
が
、
イ
ス
パ

ニ
ヤ
に
湿
て
は
完
全
な
る
支
配
力
を
有
し
、
其
の
後
八
世
紀
間
は

筒
ほ
勢
力
を
保
っ
て
暦
つ
た
。
し
た
。
か
つ
て
第
八
…
世
紀
初
頭
よ
り

第
十
五
世
紀
末
に
至
る
ま
で
の
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
、
何
等
統
一
さ
れ

た
る
國
家
に
渇
す
し
て
輩
な
る
地
理
的
表
現
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
北
部
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
基
督
敏
徒
は
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
軍
に
征
服
さ

れ
て
か
ら
三
世
紀
間
は
、
自
由
の
獲
得
と
残
領
の
再
組
織
と
の
た

め
に
必
死
の
岡
璽
を
試
み
た
。
そ
し
て
第
十
一
世
紀
と
な
る
や
、

彼
等
は
レ
オ
ン
、
カ
ス
テ
ラ
、
ナ
ヴ
ァ
ル
、
ア
ラ
ゴ
ン
等
の
藪
箇

の
小
國
を
建
設
し
た
。
之
等
の
中
ナ
ヴ
ァ
ル
出
身
の
大
王
。
α
磐
。
ぎ

塑
鎮
p
・
す
は
カ
ス
テ
ラ
の
O
p
噌
。
㌶
と
結
婚
し
一
〇
三
七
年
カ
ス
テ

ラ
主
導
を
建
設
し
た
。
彼
は
其
の
後
イ
ス
パ
ニ
や
國
王
と
稻
し
た

が
、
蠣
て
カ
ズ
チ
ラ
王
國
を
子
供
聞
2
銘
β
創
。
（
萄
①
乙
ヨ
p
巳
）
H
に

　
　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
欄
…
山
並
上
・
に
於
け
る
羅
照
碑
法
の
伸
い
A
㎎

譲
っ
た
ぴ
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
も
亦
結
婚
政
策
に
依
っ
て
レ
オ
ン
を
併

合
し
、
西
北
部
一
罷
を
統
合
し
て
自
ら
イ
ス
パ
ニ
や
皇
帝
と
稔
し

九
（
跨
ψ
。
三
一
て
蕃
教
徒
の
簾
服
の
大
事
業
は
開
始
さ
れ
、

イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
次
第
に
サ
ラ
セ
ン
入
と
之
に
從
騰
せ
ろ
ア
フ
リ
カ

の
ム
ー
ア
人
と
を
斑
冒
し
て
蕎
領
を
囲
復
し
た
。
嚇
○
八
四
年
に

は
カ
ス
テ
ラ
玉
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
蓋
世
は
遽
に
マ
ホ
メ
ッ
ト
軍
の
根

憐
地
ト
レ
ド
…
を
占
領
し
た
。
之
が
た
め
マ
ホ
メ
ッ
ト
軍
の
補
充

が
な
さ
れ
た
る
も
，
之
は
軍
に
基
督
教
徒
の
再
征
．
服
を
一
時
抑
止

す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
る
に
基
督
教
患
側
に
干
て
は
、
第
十

二
世
紀
の
中
頃
と
な
る
や
カ
ス
テ
ラ
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
八
世
（
一

一
五
八
一
ご
二
四
）
は
9
葉
鞘
話
M
o
Q
二
幅
猷
σ
q
9
及
び
と
。
魅
算
鍵
四

と
稔
す
る
優
秀
な
る
軍
除
を
組
織
し
て
相
々
異
教
徒
た
る
サ
ラ
セ

ン
族
を
征
服
し
た
（
H
Ω
．
）
。
夏
に
ご
二
二
年
に
は
ヵ
ス
チ
ラ
、
ナ

ヴ
ァ
ル
、
ア
ラ
ゴ
ン
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
聯
合
軍
は
ト
ロ
サ
の
戦

に
マ
＊
メ
ッ
ト
の
大
軍
を
打
破
り
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
を
再
び
基
督
教

徒
の
國
た
ら
し
め
た
。
次
い
で
ア
ラ
ゴ
ン
は
バ
レ
ヤ
ス
諸
島
及
び

ヴ
ァ
レ
ン
シ
ヤ
を
征
服
し
、
ご
一
三
六
年
に
は
カ
ス
テ
ラ
王
フ
ェ
ル

ナ
ン
ド
ご
一
冊
匹
（
一
…
一
一
七
ー
ー
一
二
五
二
）
。
か
コ
ル
ド
ヴ
ァ
を
サ
ラ
セ

　
　
　
　
　
　
第
二
十
…
巷
第
二
號
　
　
三
九
一
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イ
ス
パ
ニ
や
法
制
更
上
に
於
け
る
羅
罵
法
の
使
命
、

ン
の
宮
殿
，
・
回
教
寺
院
と
共
に
占
領
し
、
更
に
同
四
八
年
に
は
セ

ヴ
、
イ
リ
ャ
を
退
れ
た
。
硬
葉
に
於
て
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
於
け
る
マ
ホ
、

メ
ッ
ト
教
徒
の
勢
力
範
園
は
グ
ラ
ナ
ダ
及
び
カ
ヂ
ス
港
附
近
の
撒

地
に
限
ら
る
・
こ
と
・
な
っ
た
。
グ
ラ
ナ
ダ
に
在
る
サ
ラ
セ
ン
國

王
は
、
今
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
聞
に
介
塾
す
る
｝
封
建
君
侯
九
る
の

概
を
呈
し
、
最
早
脅
威
を
與
ふ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
其
、
の
放
逐

は
箪
に
時
期
と
政
策
と
の
閣
題
と
な
り
、
基
督
敏
徒
の
イ
ス
パ
ニ

や
再
猛
服
と
云
ふ
大
事
業
は
達
成
さ
れ
た
（
評
魏
㍗
帰
鴨
ビ
詐
。
一
5
p
．
、
）
。

　
先
に
第
九
樵
轟
轟
雫
よ
り
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
及
び
之
に
近
援
す
る

地
方
は
サ
ラ
セ
ン
の
支
配
よ
⇔
脱
し
一
伯
欝
に
依
っ
て
統
治
さ
れ

て
み
た
。
其
の
後
二
世
紀
を
経
て
ア
ラ
ゴ
ン
に
併
合
さ
れ
た
る
際

バ
ル
セ
ロ
ナ
の
統
治
者
は
ア
ラ
ゴ
ン
の
國
王
と
な
つ
九
。
此
の
雁

史
あ
る
バ
ル
セ
p
ナ
に
於
て
、
中
世
最
初
の
海
法
典
、
δ
・
湊
。
舜
。

（
葦
ジ
鍵
誤
解
．
（
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
て
は
∩
◎
濤
巳
疑
o
q
鉱
窯
鍵
㊦
）
。
か
編

纂
さ
れ
た
と
傳
へ
ら
る
・
こ
と
（
霊
薯
．
及
び
既
の
法
典
が
イ
ス
バ

一一

竄
ﾌ
地
中
海
滑
早
言
都
寮
に
探
用
さ
れ
た
と
云
・
勘
こ
と
は
羅
馬

法
製
壼
窺
嵜
き
で
あ
ゑ
善
柔
姦
臣
）
。
緩
な
れ

憾
此
の
驚
異
に
値
す
る
海
法
典
は
、
近
代
世
界
の
海
法
及
び
備
法

　
　
　
　
　
　
第
二
十
…
巻
　
第
二
號
　
　
三
九
二

の
根
祇
を
な
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
費
に
於
て
羅
馬
法
に

基
い
て
編
纂
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
之
と
共
に
カ
ス
テ
ラ
班
圃
に

経
て
も
、
亦
羅
馬
法
に
基
く
中
世
第
…
一
の
海
法
典
た
る
「
オ
ソ
ロ
ン

法
典
昼
・
・
夏
。
ζ
§
）
蓬
奪
嚢
露
確
、
流
下
・
。
盤

鵯
3
。
併
し
禽
と
し
て
此
の
時
代
の
像
パ
・
ヤ
法
製
を
観

察
す
る
な
ら
ば
、
墓
．
督
国
学
の
イ
ス
パ
ニ
や
再
征
服
が
地
方
的
に

分
裂
し
て
居
っ
た
爲
め
、
其
の
政
治
的
歌
態
か
反
映
し
て
み
る
。

討
ち
中
世
イ
ス
パ
ニ
や
法
は
涯
々
た
る
地
方
的
法
律
に
分
裂
し
て

み
た
。
第
八
世
初
頭
の
サ
ラ
セ
ン
侵
略
よ
り
第
十
三
世
紀
後
牛
に

羅
馬
的
法
典
た
る
．
．
醸
Φ
8
”
舞
置
器
．
．
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
實
に
無
心
の
新
し
き
普
通
法
叉
は
特
別
法
、
或
は
慣
習
法
、

構
利
、
特
模
等
が
戯
現
し
た
。
之
等
新
し
く
出
現
し
た
法
的
産
物

を
総
嬉
し
て
ら
へ
含
O
δ
雛
ご
と
鴛
．
命
の
で
あ
る
が
、
或
る
も
の
は
地

方
的
牲
質
を
有
し
、
或
る
も
の
は
都
市
的
椎
質
を
有
し
て
鷹
つ
た
。

叉
先
に
施
行
さ
れ
た
羅
素
的
ゴ
…
ト
族
の
法
典
た
る
．
．
愁
9
q
ヨ

冒
臼
窪
ヨ
．
．
も
殆
ど
現
行
法
と
し
て
数
力
を
失
っ
た
。
斯
く
て
墓

督
敏
徒
の
手
に
毒
び
卑
し
九
當
酵
の
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
於
て
は
、
法

律
は
完
全
に
地
方
的
に
分
裂
し
、
各
州
、
各
都
立
海
髪
村
落
は
器

（　16・1　）



々
繋
駕
の
法
律
を
有
す
る
こ
と
・
な
っ
た
。
さ
れ
ば
此
の
時
代
の

イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
於
け
る
羅
馬
法
は
、
宛
然
チ
ュ
ー
ト
ン
族
の
慣
習

法
に
依
っ
て
懸
蔽
さ
る
・
の
危
期
に
直
面
し
た
か
の
如
き
現
象
を

呈
し
た
。

（
髭
　

黶j

D
6
秀
凹
・
ξ
．
、
ほ
フ
ラ
ン
ス
に
慌
て
編
纂
さ
れ
乗
も
の
で
あ
q
、

　
　
＝
O
O
山
O
拷
6
ぴ
O
G
二
〇
魚
r
二
日
》
m
F
包
戸
宏
の
＾
軌
も
Q
Φ
暮
2
答
㌶
O
．
頃
及
び
ガ
イ
ウ
ス

　
　
の
「
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
チ
ナ
ー
ネ
ス
し
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

（
謎
二
）
匿
σ
理
冒
毎
。
彰
こ
ご
ぴ
。
門
三
雲
蒼
。
『
葺
ポ
び
笹
¢
嶋
Ω
亀
さ
同
毎
ご
6
身

　
　
妻
団
農
。
窪
。
実
ご
と
も
穂
ぜ
ら
れ
ろ
。

（
謎
三
）
・
、
O
o
蕊
。
】
簿
。
山
免
窯
二
二
、
に
錦
十
｝
二
二
に
伊
太
利
の
ピ
サ
か
、

　
　
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
か
の
稗
れ
か
の
都
市
に
於
て
編
纂
さ
れ

　
　
六
も
の
で
あ
る
・
バ
レ
セ
・
ナ
の
政
務
官
に
依
っ
て
其
の
編
纂
計
霊

　
　
が
立
て
ら
れ
乗
と
も
云
ぼ
れ
る
が
、
ピ
サ
説
の
方
が
多
い
や
う
で
あ

　
　
る
。
荷
ほ
○
詳
o
H
磐
一
羨
の
ε
モ
。
「
㎞
汐
§
】
碧
ζ
づ
、
あ
い
O
。
。
脚
望
。
7

　
　
蒙
二
ど
拶
§
賦
書
國
亀
聖
づ
．
吻
鏑
台
｝
旨
。
鴇
一
Q
℃
器
（
一
㌶
切
葺
き
三
＄
か
由
参

　
　
照
さ
れ
索
し
。

三
、
ユ
帝
の
羅
馬
法
輸
入
時
代

、
伊
太
利
の
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
復
興
し
た
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
羅
馬

法
は
、
第
十
三
世
紀
よ
り
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
輪
入
さ
れ
る
こ
と
・
な

つ
九
。
併
し
ユ
帝
の
羅
馬
法
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
招
來
さ
れ
た
謡
初

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
制
細
み
上
に
．
於
曲
り
る
羅
蕉
碑
法
の
使
命

に
於
て
は
．
チ
ュ
ー
ト
ン
族
に
起
原
す
る
慣
習
法
の
力
強
き
敵
鋤

を
受
け
上
る
の
み
な
ら
す
、
當
時
次
第
に
分
裂
し
行
く
堪
へ
難
き

法
律
的
傾
向
に
直
呈
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
斯
く
の
如
き
歌
態

に
あ
り
し
た
め
、
分
裂
せ
る
各
王
國
の
法
律
を
一
箇
の
調
和
せ
る

法
律
…
燈
系
に
融
合
す
る
こ
と
が
進
歩
的
統
治
者
の
急
務
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
此
の
敦
治
的
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
復
興
せ
る
ユ
帝

の
羅
馬
法
を
輪
入
す
可
き
機
蓮
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
各
地
方
に
興
つ

た
。
何
故
な
れ
ば
，
羅
馬
法
は
其
の
支
配
下
に
來
る
総
べ
て
の
國

民
の
法
律
生
活
と
政
治
生
活
と
に
｝
箇
の
定
型
を
蹴
ハ
へ
、
之
を
統

一
す
る
實
際
動
力
を
有
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
（
羅
、
．
”
鴨
。
．
轄

聾
。
併
し
，
分
裂
甚
し
か
っ
た
亥
パ
・
や
の
葎
繋
を
統

一
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
無
く
、
其
の
事
業
を
完
成
す
る

ま
で
に
は
甚
だ
紀
餓
曲
折
を
極
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
第
十
五
世

紀
末
に
至
り
，
サ
ラ
セ
ン
に
從
嵐
し
て
居
っ
た
ム
ー
ア
入
が
イ
ス

パ
ニ
ヤ
か
ら
掃
蕩
さ
れ
て
、
漸
く
イ
ス
パ
ニ
や
法
は
國
家
的
な
も

の
と
な
る
。
而
か
も
翁
ほ
其
の
後
、
歴
代
の
統
治
者
が
法
律
の
完

全
な
る
統
一
を
計
る
た
め
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
十
九
世

紀
迄
は
依
然
と
し
て
地
方
的
に
分
裂
し
，
法
律
の
不
統
一
歌
態
が

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
ご
號
　
　
三
九
三
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イ
ス
パ
ニ
や
法
剃
二
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
使
命

縫
訂
す
る
。
　
一
八
八
九
年
の
現
代
民
法
典
を
は
じ
め
と
す
る
諸
法

典
が
編
纂
さ
れ
て
，
、
初
め
て
全
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
完
全
な
統
一
法
の

法
典
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
義
な
る
の
で
あ
る
。
現
行
民
法
典
公
布

以
前
の
づ
ス
パ
ニ
や
法
制
史
を
究
む
る
に
は
，
現
代
イ
ス
パ
ニ
や

國
の
中
に
統
合
さ
れ
た
諸
小
國
家
の
各
々
の
法
律
を
論
述
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
現
代
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
國
家
は
、
或
る
意
味
に

於
て
カ
ス
テ
ラ
王
國
を
中
心
と
し
て
之
に
ア
ラ
ゴ
ン
、
カ
タ
ロ
ニ

ヤ
b
ナ
ヴ
ァ
ル
」
マ
ヨ
ル
カ
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ヤ
、
バ
レ
ヤ
ス
諸
…
島
及

び
バ
ス
ク
が
併
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ユ
帝
の
羅
馬
法
が

イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
輪
入
さ
れ
、
之
が
如
何
な
る
影
響
を
與
へ
た
か
を

観
察
す
る
に
は
、
カ
ス
テ
ラ
王
國
の
法
制
を
究
明
す
れ
ば
大
話
足

り
ゑ
無
異
、
映
留
籠
マ
）
。
・
・
チ
・
蒲
史
は
霧
・
・

バ
ニ
や
法
制
史
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
る
も

の
で
あ
る
。
分
裂
臨
代
に
於
て
最
も
完
備
せ
る
も
の
は
カ
ス
テ
ラ

の
法
律
で
あ
り
、
而
か
も
之
は
現
代
イ
ス
パ
ニ
や
法
典
の
基
調
と

な
っ
て
み
る
も
の
な
れ
ば
、
之
を
記
述
す
る
こ
と
は
イ
ス
パ
ニ
や

法
制
史
を
明
か
に
す
る
所
以
で
あ
る
。

第
十
三
視
記
の
ポ
ロ
一
一
や
起
於
け
る
羅
馬
怯
墨
の
興
縫
と
古
典

　
　
　
　
　
　
錦
二
十
一
巻
　
第
二
號
　
　
三
九
四

の
研
究
と
は
、
直
ち
に
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
も
其
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
．
就

ボ
ロ
ニ
や
大
受
を
模
倣
し
て
、
法
律
墨
科
を
杢
要
五
帝
と
す
る
大

學
が
第
十
三
世
紀
以
降
は
諸
地
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
・
な
っ
た
。

帥
ち
、
第
十
三
世
紀
に
は
ヴ
ァ
レ
ン
シ
や
及
び
サ
ラ
マ
ン
カ
の
雨

大
嵐
、
第
十
四
世
紀
に
は
レ
リ
ダ
及
び
ヴ
ァ
リ
ヤ
ド
リ
ー
ド
、
第

十
五
世
紀
に
は
サ
ラ
ゴ
サ
及
び
ト
レ
ド
…
、
第
十
六
世
紀
に
は
セ

ヴ
ィ
リ
や
及
び
グ
ラ
ナ
ダ
に
各
々
大
業
が
設
立
さ
れ
た
。
斯
く
て

第
＋
三
世
紀
以
降
は
、
ユ
帝
の
羅
馬
法
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
家

の
知
識
と
な
る
こ
と
Σ
な
っ
た
。
但
し
之
等
の
法
律
家
は
、
伊
太
利

の
註
繹
學
派
（
2
0
塗
簿
。
門
。
。
）
及
び
後
期
註
繹
墨
派
（
0
9
留
ヨ
①
暮
簿
。
話
）

の
著
作
を
研
漏
し
て
其
の
知
識
を
獲
得
し
た
。
後
期
註
解
墨
派
の

最
大
の
慰
者
た
る
津
簿
2
瑳
（
一
亀
。
一
献
一
一
も
◎
伽
“
）
の
羅
馬
皇
位
繹
は
、
實

に
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
於
て
は
一
時
創
定
法
た
る
の
観
を
是
せ
し
程
僅

威
書
し
砦
の
で
あ
る
露
輩
、
服
霧
．
．
覧
蜜
越
。
さ
れ

ば
、
チ
ェ
ー
ト
ン
族
の
ぬ
山
さ
ご
民
櫨
酒
器
坐
臥
一
議
法
に
一
蹴
ハ
へ
た
甫
愁
化
は
瀬

る
顯
著
な
る
も
の
に
し
て
、
第
十
四
世
紀
以
降
は
ユ
帝
の
羅
馬
法

が
優
勢
な
る
地
位
を
占
む
る
こ
と
・
な
っ
た
（
肥
難
ご
匪
ど
鞍
5
帥
一
、
）
。

　
斯
か
る
趨
勢
の
も
と
に
偉
大
な
る
立
法
者
が
出
現
し
た
。
そ
れ
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は
「
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
」
と
稔
せ
ら
る
・
ア
ル
フ
～

ン
ソ
十
世
（
蝋
二
五
二
一
八
四
）
で
あ
ろ
。
王
は
先
づ
、
．
甥
鍔
。
山
Φ

奮
昌
3
δ
ω
ご
旧
（
註
｝
）
．
、
ω
⑦
尉
）
蚕
ソ
母
δ
．
げ
及
び
．
．
国
。
・
幕
〇
三
〇
α
Φ
8
0
0
。
。

δ
。
・
U
Φ
暖
8
｝
6
。
・
㌦
、
の
三
つ
の
重
要
な
る
立
法
的
著
作
を
公
に
し
た

が
、
之
等
は
一
二
六
五
年
に
皮
兀
成
さ
る
、
最
も
卓
越
せ
る
＾
ハ
ω
δ
8

霊
轟
忌
ω
．
、
の
基
調
と
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
圃
の
．
萄
器
3
藷

奮
い
Φ
）
奮
．
、
は
カ
ス
テ
ラ
王
國
の
法
認
を
編
纂
し
た
る
も
の
に

し
て
一
二
五
五
年
に
獲
布
さ
れ
九
が
、
一
般
に
は
．
．
蜀
器
δ
口
0
9
・
『
．

と
呼
ば
れ
る
。
此
の
法
典
は
四
諦
七
二
章
五
四
五
條
よ
り
成
り
，

當
時
實
際
行
は
れ
て
居
っ
た
地
方
的
特
殊
法
を
慶
し
て
之
に
代
ら
．

し
め
ん
と
し
九
も
の
で
あ
る
。
第
こ
の
．
．
ω
①
冥
魯
霞
。
．
．
は
先

王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
に
依
っ
て
其
の
編
纂
計
叢
が
立
て
ら
れ
た

の
を
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
＋
世
が
補
訂
し
て
公
布
し
た
の
で
あ
る
。

併
し
王
は
之
を
現
行
法
と
し
て
嚢
越
し
た
の
で
は
無
い
か
ら
，
謂

は
掌
輩
な
る
法
律
集
成
で
あ
る
。
而
し
て
第
三
の
国
事
簿
紀
◎
鳥
①

8
伽
。
ψ
δ
ω
U
①
器
。
プ
。
。
。
．
．
は
一
二
五
八
年
に
獲
布
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
」
全
禮
が
五
編
五
四
章
六
五
七
條
よ
り
成
っ
て
み
る
。
此
の

中
に
は
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
羅
馬
法
が
多
く
取
入
ら
れ
て
居

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
こ
や
法
制
史
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
優
命

り
、
叉
寺
院
法
全
典
．
．
O
◎
壱
器
甘
勢
Ω
き
。
勤
。
【
・
。
中
の
．
．
U
①
2
？

巨
。
ω
、
．
か
ら
多
く
の
寺
院
法
を
探
用
し
て
み
る
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ

は
恐
ら
く
此
の
法
典
を
以
て
カ
ス
テ
ラ
王
國
の
匠
々
象
る
法
律
を

堕
せ
ん
乞
た
も
の
意
は
れ
ゑ
砂
露
門
鑑
．
一
．
．
．
零
）
。
復

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
其
の
後
＋
年
間
の
努
力
に
依
っ
て
、
｝
二
六
五

年
最
も
有
名
な
．
．
O
Q
鐸
Φ
譲
三
紆
。
。
．
、
の
編
纂
を
完
成
し
た
。
此
の

も
の
は
ユ
帝
の
「
學
説
藁
集
」
（
層
鋤
づ
α
①
O
け
p
o
Φ
　
ω
O
β
　
嗣
∪
一
α
q
①
ψ
け
9
ユ
）
を
模

倣
し
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ス
ラ
王
國
の
法
律
彙
集
で
あ

る
。
．
．
ω
圃
①
8
霊
三
審
。
。
．
”
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
指
輝
の
も
と
に
撒
人

案
詳
の
法
律
家
・
彗
に
依
っ
て
編
響
れ
た
（
卜
O
o
9
鑓
｝
ω
霞
く
①
団
も
も
ひ
H
）
。

彼
等
編
纂
四
達
は
第
七
世
紀
の
西
ゴ
ー
ト
族
の
法
典
た
る
．
．
勾
0
7

毎
昌
冒
臼
象
日
．
．
を
多
く
参
照
し
て
み
る
。
併
し
彼
等
の
功
績
に
は

實
に
干
隈
の
賞
讃
が
輿
へ
ら
る
可
き
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
彼

等
の
完
成
し
た
る
著
作
は
頗
る
學
術
的
で
あ
り
、
而
か
も
時
代
の

要
求
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
實
に
未
だ
嘗
っ
て

見
ら
れ
ざ
り
し
完
全
な
三
皇
の
著
作
で
あ
っ
た
（
舶
謄
銘
脚

輩
。
さ
れ
ば
．
、
ω
薯
℃
・
・
壽
・
ぽ
・
・
乏
フ
以
外
の
他
の
王

國
の
油
律
に
も
偉
大
な
感
化
を
與
へ
た
る
の
み
な
ら
す
、
現
代
イ

　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巻
　
第
二
號
　
　
三
九
五
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イ
ス
バ
ェ
や
法
制
史
上
に
於
け
ろ
羅
馬
法
の
便
命

ズ
バ
ニ
や
民
法
典
の
根
抵
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

、
．
、
ω
翼
。
霊
三
曾
ぴ
L
、
、
は
其
の
名
の
示
す
如
く
七
（
。
・
鐸
①
）
編
（
冨
7

ま
霧
）
に
分
れ
、
｝
八
二
章
二
四
七
九
の
法
律
か
ら
戒
っ
て
み
る
。

第
一
編
は
羅
馬
敏
會
の
寺
院
法
霊
夢
で
あ
り
、
第
こ
編
は
王
の
大

饗
事
項
、
行
政
官
及
官
鋼
教
育
等
に
饗
す
る
公
法
で
あ
る
。
第
三

編
は
第
五
、
第
六
編
と
共
に
羅
古
法
の
訴
訟
、
民
事
手
綾
、
契
約
、

梱
綾
、
後
見
等
の
法
律
を
綾
座
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
第
四

編
は
身
分
法
及
び
封
建
法
に
遷
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
七
編
は
刑

法
で
あ
る
。
曽
池
に
量
り
屡
々
ユ
帝
の
羅
馬
法
を
酬
課
し
た
と
こ
、

う
が
あ
り
、
叉
細
々
註
繹
學
派
の
羅
馬
法
に
幽
す
る
主
義
を
樽
録

し
て
み
ゑ
砿
爽
諺
茜
ρ
。
、
）
ρ
謹
・
．
ω
幕
箋
量
ご
を
編

纂
し
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
世
の
眞
の
醤
的
は
、
第
七
世
紀
以
來
の

．
．
男
。
旨
ヨ
冒
黛
象
ヨ
ご
、
或
は
法
律
分
裂
酵
代
の
。
、
㌘
2
0
吃
、
（
前

出
）
，
夏
に
恐
ら
く
は
王
驚
身
の
編
纂
公
布
に
か
Σ
る
．
．
男
β
興
。

男
。
臥
と
さ
へ
も
慶
止
し
て
之
に
代
へ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
か
の
如

く
に
思
は
れ
る
。
何
故
な
れ
ば
．
．
。
e
疑
。
霊
三
紅
藍
の
前
丈
に
、

「
総
べ
て
の
人
民
は
此
の
法
律
の
適
用
を
受
く
る
も
の
に
し
て
他

の
如
何
な
る
法
律
又
は
、
．
h
臣
δ
吃
．
に
も
服
す
る
も
の
で
は
無
い
」

　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巷
　

餓
濯
二
…
禦
　
　
　
三
九
轟
ハ

と
命
じ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
事
實
①
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る

と
．
．
蛭
0
8
汐
三
際
ω
．
．
が
餓
り
に
も
羅
馬
的
な
改
革
で
あ
っ
た
爲

め
か
ち
島
田
時
之
に
吹
す
」
る
敵
音
…
“
か
現
れ
た
も
の
と
襯
兄
・
尺
て
、
ア
ル

フ
ォ
ン
ソ
十
世
が
其
の
編
纂
を
完
成
し
て
か
ら
約
百
年
の
間
は
、

法
律
と
し
て
の
数
力
を
盤
じ
な
か
っ
た
。
其
の
た
め
逡
に
第
十
四

世
紀
の
詔
書
と
な
っ
て
、
王
の
曾
孫
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
一
世
の
治

世
（
＝
三
二
一
五
〇
）
中
に
、
ア
ル
カ
ラ
の
法
令
（
○
拭
。
墨
巨
¢
緊
。

≧
。
薮
）
が
嚢
布
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
；
画
八
年
の
「
ア
ル

カ
ラ
の
法
令
」
に
依
れ
ば
，
．
．
。
。
冥
。
ぎ
舞
蓼
。
が
カ
ス
テ
ラ
の
蔭

法
、
殊
に
．
、
穿
窪
○
ψ
、
．
及
び
．
．
男
舞
δ
沁
Φ
艶
．
．
に
祇
激
せ
ざ
る
と
き

は
之
を
履
行
寄
き
霧
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
（
。
警
．
露
拘

窯
毎
、
．
，
単
。
資
す
る
な
ら
ば
、
此
の
馨
に
依
っ
て
轟

せ
る
へ
へ
O
Q
翼
O
霊
同
幽
遠
と
も
躍
な
る
補
勤
的
法
典
と
化
し
、
・
蕎

法
に
優
先
す
る
と
云
ふ
一
般
的
櫻
威
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

之
に
よ
っ
て
み
る
も
、
諸
巣
國
に
分
裂
せ
る
中
世
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の

法
律
が
如
何
に
分
散
的
傾
向
が
強
く
し
て
混
沌
た
る
あ
の
で
あ
っ

た
か
ゴ
謹
明
さ
れ
る
（
慰
）
o

　
然
る
に
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
二
世
と
イ
サ
ベ
ラ
女
王
と
の
共
同
治

（　16S　〉



世
（
一
病
七
四
一
一
五
〇
四
）
中
に
政
治
的
大
釜
革
が
起
り
，
多
く

の
立
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
Σ
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
蓉
來
の
カ
ス

テ
ラ
法
は
不
完
全
な
酵
代
に
適
せ
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
。
之
を
救

濟
す
る
た
め
に
、
イ
サ
ベ
ラ
は
〉
ぎ
霧
。
巨
震
α
Φ
寓
・
二
一
6
、
蔓
）

及
び
0
2
。
一
ぼ
臨
窪
O
①
9
旨
く
9
覧
の
爾
法
律
家
に
、
時
代
に
適
す
る

法
典
を
編
纂
す
る
や
う
任
命
し
た
。
9
巴
く
a
巴
は
失
敗
し
、
モ
ン

・
タ
ル
ヅ
ォ
の
み
が
其
の
事
業
を
完
成
し
た
の
で
あ
・
る
が
、
彼
は
其

の
編
纂
法
典
に
．
．
〇
三
⑦
量
9
2
お
巴
窪
鳥
①
0
9
㏄
江
二
『
、
（
蕩
）
と
云

ふ
名
爾
を
附
し
て
一
四
八
四
年
に
公
に
し
た
。
其
の
中
に
は
行

政
、
訴
訟
、
民
事
及
び
刑
事
に
關
す
る
一
一
六
三
條
の
法
令
が
牧

録
さ
れ
て
み
る
G
此
の
モ
ン
タ
ル
ヴ
ォ
の
法
典
が
、
現
行
法
と
し
て

筆
力
を
嚢
生
し
た
か
、
叉
は
法
律
と
し
て
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た

輩
な
る
著
作
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
、
何
れ
で
あ
る
か
は
甚
だ
疑
周

で
あ
る
。
何
放
な
れ
ば
此
の
も
の
は
薯
し
く
不
完
全
に
し
て
訣
黙

が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
其
の
中
の
法
令
に
は
．
原
本
か
ら
で
な
く

副
本
か
ら
探
胴
…
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
或
は
銑
に
腐
朽
せ
る
原
本

か
ら
無
断
・
し
た
も
の
も
あ
り
、
更
に
甚
し
き
は
出
所
不
明
の
も
の

も
あ
る
。
そ
れ
故
、
明
瞭
な
秩
序
だ
つ
た
法
典
が
編
纂
論
壱
」
れ
る

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
こ
や
総
桐
斑
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
使
命

の
を
要
望
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
遣
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た

（㌧r

n
Φ
一
戸
①
「
桝
篇
ω
鑑
ヒ
く
3
・
’
℃
「
9
ひ
）
。

　
斯
く
て
一
三
四
八
年
の
「
ア
ル
カ
ラ
法
令
」
も
亦
、
其
の
後
に
公

に
さ
れ
た
「
モ
ン
タ
ル
ヅ
ォ
の
法
典
」
も
、
民
族
的
な
蕪
骨
法
と
羅

馬
法
と
の
背
反
を
調
和
す
る
こ
と
が
復
号
な
か
っ
た
。
第
＋
四

世
紀
及
び
第
十
五
世
紀
を
通
じ
て
、
カ
ス
テ
ラ
の
法
律
は
不
確
實

な
分
裂
的
混
沌
状
態
に
お
か
れ
た
。
此
の
分
裂
を
続
合
し
、
爾
法

律
膿
系
の
背
反
抗
雫
を
新
た
に
救
落
せ
ん
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ

．
☆
。
　
即
ち
一
五
〇
五
年
の
ト
レ
ド
ー
の
會
議
に
於
て
　
．
．
目
Φ
k
霧

（
δ
貞
旨
0
3
こ
が
登
布
さ
れ
る
こ
と
・
な
っ
た
。
此
の
法
律
は
彼
の

．
、
》
轟
O
男
亀
譜
へ
へ
G
o
鐸
O
建
N
軒
口
｝
｝
其
の
引
落
畦
存
在
し
て
居

っ
た
法
律
を
補
足
す
る
騒
的
を
以
て
若
布
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て

　、

g
レ
ド
ー
の
法
令
L
（
U
①
）
δ
ψ
蜘
。
6
0
3
）
は
八
三
條
の
法
令
か
ら

成
っ
て
み
る
の
み
で
あ
り
、
而
も
其
の
配
列
は
系
続
的
で
は
無
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
此
の
法
律
が
護
布
さ
れ
た
當
初
は
解
る
重
要

覗
さ
れ
、
カ
ス
テ
ラ
に
於
て
は
優
先
的
な
法
律
と
し
て
取
扱
は
れ

た
。
一
髄
「
ト
レ
ド
ー
法
令
」
は
、
民
族
的
な
慣
習
法
と
云
ふ
よ

り
は
、
羅
馬
法
に
近
き
も
の
で
あ
る
一
；
勿
論
掘
る
鮎
に
閥
し
て

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
二
號
　
　
三
九
七

（Y；9）



　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
帯
同
史
上
に
■
於
け
る
羅
厩
碑
法
の
僚
四
ム
四

は
、
爾
法
律
扇
箱
を
調
和
せ
し
め
て
は
み
る
が
。
此
の
法
律
が
羅
馬

法
主
義
を
多
く
探
用
し
た
る
を
以
て
、
｝
面
に
於
て
彼
の
．
．
盤
霧
Φ

男
翼
乙
霧
〕
樽
に
事
前
よ
り
贋
き
撃
力
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
・
な
っ

た
。
併
し
乍
ら
「
ト
レ
ド
ー
法
令
」
も
亦
カ
ス
テ
ラ
の
法
源
に
塗
し

て
は
彼
の
一
三
四
八
年
の
「
ア
ル
カ
ラ
法
令
」
を
再
承
認
し
た
る
を

以
て
．
．
ω
鐸
①
㌘
鼠
魯
。
・
．
、
は
依
然
と
し
て
補
助
的
法
典
た
る
の
地

位
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
（
｝
Φ
。
器
巨
ω
嘆
く
。
蜜
．
聴
’
ひ
ω
ω
ム
軍
）
。
さ
れ
ば
此
の
一

五
〇
五
年
の
法
令
も
、
カ
ス
チ
ラ
ー
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
を
救

饗
す
る
上
に
大
な
る
成
功
を
牧
め
た
も
の
と
は
言
へ
な
い
。
此
の

鼠
的
が
志
せ
ら
れ
る
ま
で
は
爾
ほ
前
途
邊
遠
で
あ
る
。

　
以
上
は
專
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
イ
ス
パ
ニ
や
法
制
史
に
於
け
ろ

，
羅
馬
法
を
槻
察
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
此
の
時
代
に
は
未
だ
マ
ホ

メ
ッ
ト
の
國
が
、
假
令
微
々
た
る
も
の
と
は
云
へ
、
グ
ラ
ナ
ダ
を

中
心
と
し
て
は
存
在
し
で
る
た
。
由
っ
て
此
の
方
面
に
關
し
て
も

　
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
残
存
し
て
居
っ
た
マ
ホ
メ
ッ
ト
教

徒
の
イ
ス
パ
ニ
や
内
に
於
け
る
勉
励
は
、
正
に
第
＋
五
世
紀
が
終

ら
ん
と
す
る
頃
i
T
度
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
を
獲
見
し
た

　
一
四
九
二
年
に
、
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
及
び
イ
サ
ベ
ラ
に
依
っ
て
終

　
　
　
　
　
　
第
二
十
…
巻
　
第
二
號
　
　
三
九
八

極
を
告
び
し
め
ら
れ
九
。
ム
ー
ア
人
の
國
陽
平
。
診
（
篤
は
ジ
ブ
ラ

ル
タ
ル
海
峡
を
渡
っ
て
ア
フ
リ
カ
へ
逃
亡
し
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教

徒
の
東
羅
馬
帝
國
征
服
並
に
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
…
プ
ル
攻
略
に
鍬

す
る
，
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
復
讐
は
四
〇
年
の
後
に
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ

か
ら
敵
の
勢
力
を
放
逐
す
る
こ
と
に
依
っ
て
成
し
逡
け
ら
れ
た
。

何
は
兎
も
あ
れ
、
イ
ス
パ
エ
ヤ
は
約
八
世
紀
聞
の
苦
櫛
の
後
に
漸

く
輩
一
な
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
國
と
し
て
続
一
を
再
び
見
る
に
至

っ
た
。
併
し
サ
ラ
セ
ン
は
イ
ス
パ
ニ
ヤ
を
征
聾
し
て
よ
り
永
年
に

亙
り
高
き
輝
か
し
き
文
化
を
保
っ
て
居
っ
た
ひ
彼
等
は
撒
多
の
大

學
を
建
設
し
、
希
臓
、
羅
馬
の
古
典
に
思
し
て
燦
然
た
る
輝
を
数

つ
で
居
っ
た
。
彼
等
が
九
六
八
年
に
大
身
を
設
立
し
た
コ
ル
ド

ヴ
ァ
は
、
既
に
當
時
に
於
て
百
萬
の
人
口
と
三
百
の
回
教
寺
院
を

有
し
て
居
っ
た
と
言
は
れ
る
。
然
ら
ば
斯
く
繁
嘱
し
た
る
彼
等

マ
ホ
メ
ッ
ト
敏
徒
の
法
律
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
云
・
識

に
、
そ
れ
は
主
と
し
て
コ
ー
ラ
ン
（
繧
典
）
と
，
東
羅
馬
帝
國
よ
り

取
入
れ
九
羅
馬
法
と
か
ら
成
つ
九
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
法

律
は
甚
だ
優
秀
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
殊
に
耕
作
と
灌
概
と
に

質
す
る
法
規
は
前
古
無
比
と
言
は
れ
、
現
今
の
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
も

（170）



爾
ほ
存
画
し
て
み
る
。
嘗
て
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ヤ
に
於
て
は
、
ム
ー
ア

大
が
邉
放
さ
れ
た
時
三
王
冒
ヨ
。
。
。
は
「
隠
元
に
關
し
て
は
サ
ラ

セ
ン
時
代
の
法
律
に
從
ふ
可
き
で
あ
る
」
と
命
令
し
、
グ
ラ
ナ
ダ

に
於
て
も
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
と
イ
サ
ベ
ラ
は
サ
ラ
セ
ン
の
灌
三
法

を
保
留
し
た
。
現
代
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
灌
瀧
法
の
多
く
は
サ
ラ
セ
ン

入
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
ゑ
疑
。
痴
辱
。
斯
あ
如
実
な

w
る
影
写
懸
・
を
二
一
へ
た
サ
ラ
セ
ン
の
ワ
法
律
げ
か
、
甘
砦
の
ワ
由
」
に
m
維
班
尚
法
的
鰯
黒

鳥
を
含
ん
で
み
る
と
云
ふ
こ
と
は
叉
注
縛
す
難
き
で
あ
る
。

　
最
後
に
此
の
時
代
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
羅
馬
法

が
復
興
し
て
以
來
如
何
に
其
の
影
響
が
大
で
．
あ
り
、
且
熱
心
に
其

の
知
．
識
が
齢
…
入
さ
れ
た
か
ゴ
判
明
す
る
。
其
の
爲
，
羅
馬
法
叉
は

寺
院
法
の
知
識
を
有
す
る
大
法
律
家
。
か
績
出
し
て
此
の
時
代
を
飾

る
の
で
あ
る
（
註
五
）
。
假
令
計
時
に
於
て
は
未
だ
一
方
に
は
サ
ラ
セ

ン
法
が
あ
り
，
基
督
敏
徒
問
の
法
律
も
隈
々
た
る
も
の
に
し
て
、

羅
馬
法
の
終
局
的
目
的
が
籍
せ
ら
れ
る
ま
で
に
は
前
途
遼
潅
な
り

と
す
る
も
，
其
の
中
に
、
統
一
法
典
の
編
纂
と
云
ふ
力
強
き
羅
馬

法
の
世
界
的
使
命
の
繭
芽
が
育
ま
れ
つ
箆
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
。・

イ
ス
パ
ニ
や
法
淵
㍗
史
上
に
於
け
ろ
羅
驚
…
就
隔
の
｛
筏
命

（
註
…
）
此
の
法
典
ば
叉
フ
糞
。
量
＝
讐
δ
噌
フ
鳶
0
3
洛
回
国
げ
。
或
は

　
　
＝
露
。
今
霧
0
9
乙
魯
9
＾
川
①
6
羨
h
費
等
と
も
穂
ぜ
ら
れ
る
。

（
註
二
）
恐
ら
く
智
8
げ
。
臨
㊦
】
器
目
藷
留
（
蟹
。
O
き
。
拶
鼠
N
）
…
国
窪
誉
益
O

　
　
嵩
帥
乙
コ
④
蕊
閃
。
鴛
診
等
で
ば
な
い
か
と
言
ぼ
れ
て
る
る
。
冒
8
ぎ

　
　
壼
募
賢
く
窪
巨
伊
太
利
繊
身
な
れ
ど
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
世
に
教
師

　
　
と
し
て
奉
仕
し
カ
こ
と
が
あ
ろ
。
彼
の
代
表
的
著
作
匡
．
、
歪
。
窓
・
。
（
写

　
　
募
美
事
．
、
で
あ
ろ
。
司
窪
琵
ズ
δ
冒
舞
ぼ
一
震
ぼ
司
教
者
で
あ
、
リ
、

　
　
、
・
該
璋
ぴ
q
舘
騨
匿
鳥
。
δ
。
。
嗣
U
姦
〔
o
の
。
、
及
び
．
、
づ
o
O
a
雪
留
一
〇
切
］
．
ξ
0
7

　
　
0
ψ
．
、
ば
彼
の
著
作
な
り
と
さ
れ
て
み
る
。
又
ズ
。
碁
ぎ
ほ
薯
名
な
ろ

　
　
法
律
家
で
あ
り
、
有
名
な
、
．
○
嵐
。
養
鼠
2
き
〔
ぢ
㌶
㎝
8
葺
器
層
凶
霧
．
．

　
　
な
著
し
て
み
る
（
＞
o
窪
Φ
巨
。
。
葺
§
τ
・
ひ
い
轟
）
。

ハ
謎
三
）
彼
ほ
．
．
カ
①
隠
ス
O
臥
○
倉
（
ざ
器
鼠
μ
O
．
．
と
構
す
る
法
律
辮
典
塑
に

　
　
じ
め
．
．
ぎ
δ
門
。
拶
。
鑑
、
．
及
び
、
．
o
り
凶
2
0
一
）
籠
二
（
㌶
。
・
．
、
に
關
す
る
識
鐸

　
　
書
等
醸
具
し
て
み
る
O

（
註
四
）
　
一
般
に
ば
著
者
の
名
に
し
宏
が
つ
て
　
．
．
○
乙
。
［
奎
三
。
箕
。
　
【
互

　
　
U
。
。
§
蜜
9
壼
プ
δ
．
、
と
穂
ぜ
ら
れ
る
。

（
註
五
）
羅
馬
法
困
者
或
ほ
寺
院
法
惑
者
と
し
て
特
に
著
名
な
ろ
者
を
列
學

　
　
す
る
な
ら
ば
、
先
の
「
註
二
」
に
輿
げ
し
．
、
ω
§
。
一
、
舞
鐸
。
・
．
．
に
關

　
　
係
あ
り
と
推
定
さ
る
・
法
律
家
無
目
勅
め
と
し
、
瀞
・
ニ
や
大
學
に

　
　
数
鞭
奄
と
り
し
　
Q
っ
§
口
護
。
9
0
§
も
9
〔
。
一
2
二
二
O
母
。
写
色

　
　
譲
貯
℃
窪
。
鴇
日
。
的
8
＜
9
冨
鐸
⇔
及
び
男
舳
を
さ
毎
巳
。
（
げ
層
象
珠
。
「
f
或

　
　
は
叉
パ
リ
大
家
に
あ
．
り
し
団
。
籍
O
寓
『
℃
謬
O
及
び
○
三
身
う
鋒
6
自
－

　
　
緯
F
δ
ヨ
鼠
p
等
で
あ
ろ
。
之
等
の
中
特
に
男
鉱
ヨ
毒
〔
δ
（
ぽ
想
籔
紘
【
）
簿
ぱ

第
二
十
｛
谷
　
第
二
號
　
　
三
九
九
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イ
ス
パ
ニ
や
法
湖
史
上
に
於
け
る
羅
…
欝
法
の
使
命

法
王
グ
レ
ゴ
リ
ウ
九
世
の
．
、
d
。
。
流
下
島
、
、
た
編
纂
し
て
有
堵
で
あ

り
、
O
霧
蝕
5
島
目
O
剛
ρ
卍
δ
一
毒
費
ほ
グ
ラ
チ
ア
ヌ
ス
の
．
．
σ
ゆ
。
需
二
歳
、
、

に
註
羅
為
施
し
象
の
で
有
名
で
あ
る
。

四
、
羅
馬
法
の
使
命
登
動
時
代

　
共
詞
君
主
た
み
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
及
び
イ
サ
ベ
ラ
の
努
力
に
依

っ
て
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
燧
に
政
治
上
の
統
～
を
達
成
し
た
。
此
の
新

し
く
鵬
現
し
た
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
國
力
は
、
彼
等
の
孫
及
び
曾
孫
に

依
っ
て
中
央
歓
羅
巴
の
政
治
圏
内
に
招
來
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ

ー
ル
五
世
（
榊
聖
典
鰐
帝
國
皇
帝
と
し
て
ほ
…
五
　
九
一
五
六
在
位
、
イ
ス
パ
ニ
や
王
カ
ル
ロ
ス
…
世
と
し
て
ぱ
皿
五
一
六
f
五
六
）

及
び
其
の
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
（
…
五
五
六
；
九
八
）
の
治
世
中
は
、

イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
世
界
の
最
大
強
國
に
し
て
他
の
歓
羅
巴
講
國
に
脅

威
を
感
ぜ
し
め
て
居
っ
た
。
カ
ー
ル
五
世
は
謙
虚
の
大
牛
と
，
廣

大
な
る
海
外
植
民
地
と
を
領
右
し
、
軍
に
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
國
王
と

し
て
の
み
で
な
く
、
一
五
学
九
年
以
後
は
猫
逸
的
羅
馬
帝
國
た
る

蝉
騒
羅
馬
帝
國
の
皇
帝
と
し
て
其
の
威
を
輝
し
た
。
其
の
版
圃
は

完
全
に
フ
ラ
ン
ス
を
包
慰
す
る
イ
ス
パ
ニ
ヤ
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン

ド
、
翠
煙
、
伊
太
利
の
み
な
ら
す
、
　
一
方
海
外
に
は
新
大
陸
を
初

め
と
す
る
贋
大
な
る
植
民
地
が
あ
っ
た
。
其
の
歳
入
は
、
メ
キ
シ

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
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號
　
　
四
〇
〇

コ
及
び
ペ
ル
ー
の
金
銀
の
無
限
な
費
庫
を
有
し
、
　
一
方
に
は
商
工

業
の
繁
盛
な
る
、
浄
ー
デ
ル
ラ
ン
ー
3
を
控
へ
て
實
に
莫
大
な
も
の
で

あ
っ
た
。
最
大
の
君
主
と
し
て
勢
を
專
に
し
た
カ
ー
ル
五
世
は
γ

ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
宗
教
和
議
の
翌
年
（
｝
五
五
六
）
引
退
し
た
。
紳
聖

羅
馬
三
三
皇
帝
の
帝
位
と
ド
イ
ヅ
領
と
は
弟
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
一

世
に
雪
融
へ
、
イ
ス
バ
ニ
ャ
王
位
と
其
の
國
土
と
は
、
乃
ー
デ
ル
ラ
ン

ド
、
伊
太
利
及
び
海
外
の
廣
大
な
る
植
民
地
と
共
に
子
フ
ィ
リ
ッ
プ

一一

ﾀ
に
譲
つ
江
．
フ
ィ
リ
沙
プ
絶
世
は
、
乾
鱈
羅
馬
帝
國
の
帝
位
を

得
な
か
っ
た
代
り
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
統
の
断
絶
に
乗
じ
て
其
の

王
位
を
兼
ね
、
之
に
從
属
す
る
ア
フ
リ
カ
及
び
東
印
度
の
贋
大
な

る
領
土
と
盤
富
な
る
財
源
と
を
獲
得
し
て
阿
智
に
雄
即
し
た
。
闘

的
な
彼
は
其
の
死
に
至
る
ま
で
、
國
力
の
嚢
展
と
全
領
土
に
霊
一

政
治
の
噺
行
と
を
希
望
し
た
。
併
し
繁
盛
な
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
は

一
｝
血
六
七
年
叛
旗
ψ
ぜ
．
灘
関
し
も
終
に
和
蕪
闘
…
は
猫
立
し
（
一
五
八
一
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ル
　
マ
　
ダ

叉
一
五
八
八
年
の
ア
ル
マ
ダ
職
役
に
其
の
無
敵
艦
隊
は
英
國
に
破

ら
れ
て
、
イ
ス
パ
エ
ヤ
の
覇
樺
は
失
は
れ
る
こ
と
、
な
っ
た
。

　
此
の
間
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
檀
噺
的
な
傾
向
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ

に
招
來
さ
れ
、
官
僚
敢
治
の
断
礎
は
愈
々
撃
固
と
な
っ
た
。
議
會

（一1　7・　E　）



の
開
催
は
稀
と
な
り
、
其
の
†
法
は
少
く
な
っ
た
。
之
に
代
っ
て

ハ
ブ
ス
ブ
ル
グ
家
君
主
の
勅
令
、
命
令
及
び
典
範
等
が
多
く
な
り

立
法
上
の
要
求
を
凝
し
た
。
此
の
時
に
あ
た
り
、
新
法
典
の
編
纂

が
要
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
カ
ー
ル
五
罪
は
先
づ
一
五

壬
二
年
℃
巴
δ
目
。
｝
曇
量
≧
8
8
層
に
新
法
典
の
編
纂
を
任
命

し
た
。
併
し
≧
8
0
9
は
口
的
を
達
せ
す
し
て
死
去
し
、
其
の
後

任
命
さ
れ
た
委
員
も
亦
失
敗
に
終
っ
た
の
で
逞
に
實
現
さ
れ
な
か

っ
た
。
王
の
後
纏
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
に
至
っ
て
漸
く
其
の
“
的
が

達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
翻
讐
○
δ
ヨ
か
畠
Φ
〉
三
①
8
博
士
が

浮
田
の
法
令
及
び
王
室
の
命
令
、
勅
令
等
を
集
輯
し
、
之
に
フ
ィ

リ
ッ
プ
ニ
世
が
前
文
と
へ
．
閉
戸
戸
9
¢
図
①
8
勺
一
議
O
同
ひ
昌
》
｝
な
る
名
樗
を

附
し
て
嚇
五
六
四
年
獲
布
し
た
。
此
の
法
令
は
九
編
一
一
一
四
章
三

三
九
一
條
よ
り
成
り
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
世
の
へ
毒
器
3
男
窪
。

及
び
．
．
腔
0
8
℃
霞
け
海
馬
。
。
と
以
來
實
軍
部
力
を
生
じ
て
居
る
総
て
の

法
律
を
包
含
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
ゆ
其
の
中
に
は
、
．
舅
9
ヨ
⇒

冒
象
2
営
ご
及
び
「
モ
ン
タ
ル
ヴ
ォ
法
典
」
の
認
る
部
分
と
、
「
ア

ル
カ
デ
法
令
」
及
び
「
ト
レ
ド
ー
法
令
」
の
殆
ど
全
部
と
が
、
其
の

後
の
勅
令
や
命
令
と
共
に
牧
録
さ
れ
て
み
る
が
、
甚
だ
系
統
的
で

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
ャ
法
測
馴
史
上
に
於
け
v
る
羅
照
澗
法
の
使
命

は
無
い
。
．
．
多
δ
慈
園
⑦
8
｝
）
貯
。
…
（
ゴ
，
は
既
存
の
法
律
を
一
暦
明

瞭
且
確
實
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
畠
來

上
っ
た
絡
果
は
豫
期
に
反
し
て
甚
だ
芳
し
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
第
一
既
存
の
法
律
と
云
ふ
も
、
籐
り
に
も
偏
狡
な
る
見
解
の

下
に
、
殆
ど
議
會
の
協
賛
を
纏
ざ
る
（
ヨ
。
旨
旨
。
豆
。
）
勅
令
及

び
法
令
に
限
ら
れ
て
み
る
。
何
れ
に
し
て
も
此
の
法
典
は
｝
四
八

四
年
の
．
「
モ
ン
タ
ル
ヴ
ォ
法
典
」
に
其
の
後
の
法
令
を
追
加
し
て
之

を
完
成
せ
し
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
．
．
閉
器
茜

力
Φ
o
o
O
騨
。
蕎
μ
．
．
は
蔭
來
の
法
典
を
慶
し
て
之
に
代
る
こ
と
が
幽

逆
な
く
、
輩
に
從
來
行
使
さ
れ
て
る
た
法
典
の
補
足
的
法
典
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
Σ
な
っ
た
。
如
何
に
漸
落
に
評
了
す
る
も
到
底

統
一
法
典
と
見
倣
す
こ
と
は
患
來
な
く
、
謂
は
草
部
分
的
な
法
典

に
過
ぎ
な
い
。
カ
ス
テ
ラ
法
の
分
散
的
混
沌
歌
態
は
依
然
と
し
て

牛
島
内
の
諸
國
と
共
に
救
濟
さ
れ
な
か
っ
た
。
而
も
爾
ほ
．
．
賭
二
？

鼠
図
①
8
星
8
ぴ
『
．
の
編
纂
は
、
カ
ス
テ
ラ
の
統
｝
法
典
を
作
成

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
統
一
法
典
作
成
蓮
動
・

の
先
攣
な
す
も
の
で
あ
ゑ
砂
。
輩
％
．
．
．
事
）
。

　
カ
ー
ル
五
世
及
び
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
時
代
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
薩
に

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
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二
號
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イ
ス
パ
ニ
や
法
欄
史
上
に
於
け
る
羅
焉
法
の
使
命

於
て
イ
ス
パ
ニ
や
史
上
の
黄
金
時
代
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
法
律

學
の
隆
盛
な
る
こ
と
に
於
て
も
亦
其
の
例
に
洩
れ
な
い
。
此
の
時

代
は
軍
事
上
及
び
宗
教
上
の
政
策
か
ら
、
或
は
又
ア
メ
リ
カ
の
廣

大
な
る
植
民
地
に
蜀
す
る
政
策
か
ら
、
多
く
の
新
し
き
法
律
問
題

が
生
じ
た
の
で
、
イ
ス
パ
ニ
や
入
は
當
面
の
實
際
間
題
を
解
決
す

る
た
め
に
法
律
を
科
學
的
に
且
徹
底
的
に
研
究
し
始
め
た
。
之
が

た
め
に
第
十
六
世
紀
及
び
第
十
七
世
紀
の
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
學

界
は
頗
る
旺
盛
を
極
め
、
著
名
な
る
法
律
家
が
無
礼
・
に
輩
出
す
る

こ
と
、
な
っ
た
。
之
等
の
學
者
に
就
い
て
も
書
及
す
聡
き
で
あ
る

が
、
其
の
撒
蝕
り
に
多
き
を
以
て
、
此
慮
に
は
箪
に
羅
馬
法
皇
者

と
し
て
署
名
な
る
者
を
㎜
一
三
列
慕
す
る
こ
と
に
と
y
め
る
。
先
づ

第
十
六
世
紀
初
頭
に
は
、
肝
入
の
大
法
律
編
章
》
馨
呂
δ
畠
累
？

悪
質
（
雛
濠
占
α
ト
っ
ト
Ω
）
と
甘
弩
び
○
℃
震
α
O
＜
ぞ
O
属
○
（
一
念
刈
ム
紹
G
O
）

と
“
か
居
っ
た
。
前
者
客
Φ
宮
二
9
は
伊
太
利
の
最
大
註
画
筆
・
者
ア
ッ
ク

ル
シ
ウ
ス
の
私
論
書
を
修
正
し
て
公
に
し
、
後
者
く
才
①
遷
。
は
イ

サ
ベ
ラ
の
法
律
顧
問
を
な
し
て
み
た
こ
と
も
あ
る
が
、
サ
ラ
マ
ン

カ
大
學
の
教
授
と
し
て
名
倉
を
馳
せ
た
。
其
の
他
づ
ス
バ
ニ
ヤ
の

バ
ル
ト
ル
ス
（
畿
『
）
と
黙
せ
ら
れ
た
0
9
飛
毎
9
。
。
M
或
は
．
．
ω
聾
。
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十
一
巷
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號
　
　
四
〇
二

評
賦
魯
頓
．
．
に
潔
し
て
註
繹
書
を
嵐
し
た
○
話
ぴ
q
o
汽
δ
囲
○
℃
o
ぶ
州
、
ト

レ
ド
ー
法
令
」
に
就
い
て
著
作
を
な
し
た
》
馨
。
嵐
o
O
o
ヨ
。
斜
叉

は
．
．
五
器
毒
．
男
0
8
嘗
⇔
o
一
命
・
・
に
就
い
て
書
い
た
》
8
＜
①
O
o
等

々
一
々
枚
畢
に
逞
な
い
が
、
特
に
》
9
0
鼠
。
》
轟
蕊
轡
ぎ
（
〉
昌
一
9
首
m

》
罐
婁
磁
器
．
δ
δ
∴
q
G
◎
①
）
は
、
佛
蘭
西
の
最
大
羅
馬
法
律
墨
者

た
る
キ
ュ
！
ジ
ャ
ス
と
共
に
、
希
畷
語
で
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
法

典
を
公
に
し
た
の
で
有
名
で
あ
る
。
夏
に
國
際
法
癩
者
と
し
て
フ

ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
先
騙
を
な
す
囑
鑓
⇔
∩
博
8
0
＜
ぎ
同
鑓
及
び

く
選
甕
鍔
舞
冨
も
援
け
募
可
き
で
あ
る
（
鉗
聾
蓼

剛
壱
●
沁
Q
。
ひ
一
い
C
。
γ
　
b
Q
O
諺
毒
一
ノ
O

．
ω
霞
く
2
署
．
ひ
N
早
9
い
　
　
、

　
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
が
オ
ラ
ン
ダ
新
教
徒
の
猫
立
蓮
動
鎭
歴
に
失

敗
し
、
叉
其
の
艦
隊
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
た
め
に
打
破
ら
れ
て
制
海

構
が
英
國
に
奪
は
れ
る
や
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
は
一
途
に
衰
頽
に
向
つ

た
。
王
の
残
燭
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
暴
力
と
鷺
洲
門
に
由
異
へ
た
影
響
と
は

急
遽
に
濡
滅
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
容
易
に
其
の
束
縛
を
脱
し
た
。
第

十
七
恒
紀
の
鰍
羅
巴
の
覇
標
は
フ
ラ
ン
ス
に
移
っ
た
。
第
＋
八
世

紀
の
最
初
の
年
（
一
七
〇
〇
）
に
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
王
位
は
佛
王
ル
イ

十
四
世
の
孫
フ
ィ
リ
ッ
プ
五
世
の
糠
承
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
九
（
此

（　1・一t　4＞



の
王
家
は
一
九
三
一
の
革
命
に
依
っ
て
韓
覆
す
る
ま
で
糠
訂
す

る
）
。
之
。
か
た
め
に
イ
ス
パ
ニ
や
綴
承
戦
役
（
｝
七
〇
一
…
＝
二
）

が
起
り
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
和
約
の
結
果
イ
ス
バ
一
一
ヤ
は
ネ
～
デ
ル
ラ

ン
ド
及
び
イ
タ
リ
ー
に
於
け
る
領
土
と
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
と
を
喪
失

し
て
三
等
國
に
堕
し
た
。
併
し
フ
ィ
リ
ッ
プ
五
世
は
租
父
四
王
ル
イ

十
四
世
の
立
法
に
刺
戟
さ
れ
て
、
　
　
七
三
七
年
二
九
章
よ
6
成
る

．
．
・
曇
・
霧
Ω
・
・
，
竃
・
を
獲
珍
し
た
（
晦
羅
ご
㍗
齢
。
ヨ
ρ
．
、
）
。

此
の
法
令
は
ピ
ス
カ
ヤ
灘
に
函
す
る
都
市
ビ
ル
バ
オ
の
商
業
的
大

饗
展
の
た
め
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
翻
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

イ
ス
パ
ニ
や
商
法
の
一
大
進
歩
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
其
の
後
の

商
法
に
關
す
る
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
は
、
総
べ
て
此
の
法
律
に
基

く
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
五
世
は
又
、
カ
タ
野
川
ヤ
、
や
ヨ
ル

カ
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
や
及
び
ア
ラ
ゴ
ン
に
行
は
れ
て
る
た
相
異
る
公

法
を
慶
止
し
た
る
の
み
な
ら
す
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ヤ
の
古
き
特
殊
な

私
法
を
も
慶
棄
し
た
。
併
し
ア
ラ
ゴ
ン
、
マ
ヨ
ル
カ
、
カ
タ
ロ
ニ

や
及
び
バ
ス
ク
州
の
相
異
る
私
法
を
慶
止
す
る
こ
と
は
出
來
な
か

っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
す
カ
ス
テ
ラ
の
法
律
は
如
何
な
る
も
の
も

鍵
す
る
こ
と
が
愚
な
か
っ
た
（
勘
Q
呪
輩
。
ω
一
、
。
．
．
ざ
〉
。
そ
し

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
制
吏
上
に
於
ゆ
り
る
羅
焉
法
の
使
命

て
フ
ィ
リ
ヅ
プ
五
世
以
後
の
諸
王
も
之
に
は
成
功
せ
す
し
て
、
各
地

は
第
＋
九
世
紀
ま
で
各
々
周
有
の
私
法
を
保
持
し
て
居
っ
た
。
と

は
云
へ
、
ブ
ル
ボ
ン
朝
諸
王
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
諸
王
に
依
っ
て

始
め
ら
れ
た
イ
ス
パ
ニ
や
法
の
続
一
事
業
に
入
力
し
、
羅
馬
法
の

世
界
的
使
命
が
避
け
ら
れ
ん
と
し
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら

ぬ
。
其
の
た
め
第
十
九
世
紀
末
と
な
っ
て
、
分
裂
の
イ
ス
パ
ニ
や

法
は
一
箇
の
編
纂
さ
れ
た
る
法
典
の
中
に
統
…
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
第
十
八
世
紀
の
間
に
も
、
永
年
に
亙
り
渾
沌
と
し
て
煩
難
を
極

め
て
み
た
イ
ス
パ
ニ
や
法
を
匡
正
せ
ん
と
す
る
企
圏
は
予
々
見
ら

れ
た
。
併
し
之
等
の
企
て
は
常
に
失
敗
に
終
っ
た
。
そ
し
て
第

十
九
世
紀
に
入
る
や
、
著
名
な
法
律
家
甘
P
P
臼
Φ
犀
菊
農
賃
Φ
奉

く
9
・
箆
①
δ
巳
p
・
円
は
先
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ニ
世
に
依
っ
て
登
布
さ
れ
た

．
．
窯
器
奏
ズ
8
0
》
鍔
。
ぴ
『
．
を
修
正
し
、
之
に
追
補
を
な
し
て
一

箇
の
法
典
を
作
成
し
た
。
之
は
．
、
翼
9
・
邑
ヨ
拶
男
①
8
℃
討
9
ひ
⇒
鳥
。
蕩

δ
巻
。
。
Q
Φ
団
。
。
冨
君
、
．
と
し
て
「
八
〇
五
年
○
財
鼠
①
ω
H
＜
に
依
っ

て
糞
布
さ
れ
た
。
此
の
法
典
は
甚
だ
雁
大
な
も
の
に
し
て
、
全
六

巻
一
こ
編
三
四
…
章
四
一
四
二
條
よ
り
成
り
、
第
＋
置
世
紀
よ
り

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
谷
　
第
二
號
　
　
四
〇
三

（脳）



　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
傭
割
画
工
に
於
け
る
羅
罵
…
法
の
使
命

農
工
の
現
時
に
至
る
迄
の
法
令
が
編
纂
さ
れ
て
る
る
。
チ
ャ
ー
ル

ズ
四
世
の
霜
告
文
に
「
此
の
法
典
は
全
身
法
に
優
先
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
明
記
し
て
あ
る
が
如
ぐ
、
此
の
法
典
は
カ
ス
テ
ラ
の
法

律
と
し
て
の
み
で
な
く
、
繊
薫
る
な
ら
ば
全
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
適
用

し
得
る
よ
う
に
と
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
、
第
十
九
世

紀
に
編
纂
さ
れ
た
法
典
と
し
て
は
耽
り
感
心
斑
來
な
い
。
編
纂
さ

れ
た
年
代
に
槻
総
を
お
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
之
よ
り
十
一
世

…
麗
・
も
…
以
晶
剛
に
編
脚
纂
m
さ
れ
の
俘
彼
の
7
．
へ
屑
。
桟
ヨ
昌
腎
H
臼
。
鐸
ゆ
．
．
或
は
轟
四
百
肖

年
前
の
．
．
盤
①
8
℃
黛
｝
吋
箆
霧
、
．
に
比
較
し
て
遙
か
に
劣
る
も
の
で
あ

ゑ
嚢
。
論
．
。
．
）
。
さ
れ
ば
此
の
糞
は
、
・
…
プ
ニ
世
の

．
．
客
9
慈
労
0
8
篭
p
・
。
閂
診
．
．
も
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
＋
世
の
．
．
。
陰
§
①

評
畿
〔
扁
錺
と
も
共
に
確
然
と
は
客
止
す
る
こ
と
が
野
芝
な
か
っ
た
○

結
局
は
之
も
亦
部
分
的
法
典
た
る
に
誇
り
、
盟
な
る
補
助
的
法
典

量
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
之
、
此
の
法
典
が
一
三
四
八
年
の
「
ア
ル

カ
ラ
法
令
」
及
び
一
五
〇
五
年
の
「
ト
レ
ド
ー
法
令
」
に
依
っ
て
確

定
さ
れ
九
イ
ス
パ
エ
や
法
源
の
優
先
瀬
位
を
除
却
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
ゑ
羅
響
譲
静
態
　
個
選
。
し
券
っ
て
．
．
乞
・
牽

輝
”
寄
8
裳
餌
○
戸
簿
畠
智
。
。
δ
三
三
号
鼎
蟹
鍔
。
が
獲
窟
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巷
　
第
二
號
　
　
四
〇
購
、

と
云
ふ
こ
と
は
、
其
の
結
果
に
於
て
、
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
法
律
を
｛

鷹
煩
維
な
而
も
専
用
に
惑
は
し
む
る
も
の
た
ら
し
め
九
。

　
此
の
法
典
嚢
布
後
撒
年
を
経
て
｝
八
一
｝
年
並
に
一
八
＝
二
年

の
法
令
を
初
め
と
し
、
其
の
後
次
第
に
部
分
的
法
典
の
性
質
を
有

す
る
立
法
が
見
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
並
等
の
立
法
は
常
に
羅

馬
法
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
人
し
及
び
「
物
」
に
罪
す
る
法

律
を
改
正
し
た
が
、
特
に
財
産
法
は
直
接
羅
馬
．
法
の
観
念
を
以
て

葉
よ
り
改
正
さ
嚢
（
獣
Q
籠
ぎ
呼
．
．
．
。
ざ
）
。
而
し
て
天
三
〇

年
に
は
商
法
典
が
護
命
さ
れ
、
民
法
と
商
法
と
の
完
全
な
隔
刷

が
な
さ
れ
光
σ
此
の
一
八
三
〇
年
の
商
法
典
は
イ
ス
パ
ニ
ヤ
に
於

け
る
最
初
の
現
代
的
法
典
（
難
二
）
で
あ
り
、
…
八
〇
七
年
の
フ
予

ン
ス
商
法
典
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
之
よ
り
遙
か
に
優
秀

一じ

?
る
贋
書
邸
。
。
、
帥
．
、
）
。
此
の
商
法
典
の
偉
功
が
羅
と
な

っ
て
、
蠣
て
統
一
昆
法
典
の
完
成
へ
と
向
ふ
の
で
あ
る
℃
か
く
て

羅
馬
法
の
世
界
的
使
命
は
既
に
登
亡
し
、
統
一
法
典
の
編
纂
と
云

ふ
こ
と
は
輩
に
時
機
の
間
題
と
な
っ
た
。

（
註
一
）
バ
ル
㍗
ル
ス
ほ
伊
太
利
の
後
期
引
独
脳
繰
盈
甲
派
M
葎
代
出
偶
す
ろ
最
大
の
法

　
　
律
家
で
あ
る
。

（　176　）



（
註
二
）
雌
の
商
法
典
ぱ
…
入
入
六
年
に
修
正
さ
れ
、
麗
に
「
入
九
〇
年
の

　
　
イ
ス
パ
ニ
や
商
法
典
の
基
と
な
る
。

五
、
羅
馬
法
の
使
命
達
成
時
代

　
イ
ス
パ
ニ
や
法
三
三
愛
の
最
後
を
飾
る
も
の
は
、
三
三
の
言
々

た
る
法
律
を
排
除
し
て
施
行
さ
る
Σ
に
至
っ
た
現
行
民
法
典
の
編

纂
で
あ
る
。
併
し
イ
ス
パ
ニ
や
法
を
一
箇
の
統
一
さ
れ
た
完
全
な

法
典
に
編
纂
す
る
と
云
ふ
理
想
を
實
現
す
る
こ
と
は
、
第
十
九
世

紀
に
於
て
も
街
ほ
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
八
年
聞
の
努
力

の
結
果
艦
島
上
つ
た
一
八
五
幅
年
の
民
法
草
案
も
排
除
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
一
八
八
○
年
に
は
ヵ
ス
チ
ラ
の
法
律
と
他
の
地
方
的
法

律
と
を
融
合
し
た
統
一
法
典
を
編
纂
せ
ん
と
す
る
計
蚕
が
立
て
ら

れ
た
が
、
此
の
計
霞
も
亦
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
谷
地
に

は
各
々
固
有
の
私
法
を
固
執
せ
ん
と
す
る
慾
望
が
強
か
っ
た
。
併

し
時
勢
の
進
蓮
に
つ
れ
て
、
此
の
打
繋
も
永
績
的
な
も
の
で
は
な

「
か
っ
た
。
既
に
民
法
典
以
外
の
法
典
た
る
刑
法
典
は
　
八
七
〇
年

に
、
民
事
訴
訟
法
典
は
』
八
八
…
年
に
、
而
し
て
刑
事
訴
訟
法
典

は
翌
7
八
八
二
年
に
、
各
々
編
纂
さ
れ
て
時
代
の
要
求
に
慮
す
る

、、

l
と
Σ
な
っ
た
。
斯
く
て
一
八
八
五
年
に
は
再
び
民
法
典
の
編
纂

　
　
　
　
　
イ
ス
パ
ニ
や
法
言
史
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
使
命

事
業
が
開
始
さ
れ
、
三
年
後
に
は
イ
ス
パ
ニ
や
私
法
を
統
一
し
た

民
法
典
が
完
成
さ
れ
た
。
此
の
民
法
典
は
母
后
竃
・
・
冨
○
冨
隅
ω
号
Φ

の
嫌
攻
の
下
に
幼
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
三
世
（
一
八
八
六
－
一
九

三
一
在
位
、
革
命
に
融
の
退
位
し
て
現
在
英
國
に
亡
命
巾
）
に
依
っ

て
三
布
さ
れ
、
　
一
八
八
九
年
よ
り
三
三
を
嚢
生
す
る
こ
と
Σ
な
っ

た
（
辮
稲
、
、
審
鋸
離
。
）
。

　
｝
八
八
九
年
の
新
イ
ス
パ
ニ
や
民
法
典
は
、
羅
馬
法
に
基
い
て

編
纂
さ
れ
た
る
一
八
〇
四
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
模
倣
し
た
る

も
の
で
あ
る
。
イ
ス
パ
ニ
や
民
法
典
は
、
其
の
構
成
に
於
て
も
、
其

の
主
義
に
於
て
も
、
詳
細
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
模
倣
し
、
法
律
の

分
類
よ
り
章
飾
の
配
列
に
至
る
ま
で
丈
字
通
り
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
法

典
を
借
用
し
て
み
る
。
併
し
如
何
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
模
倣
し

た
と
は
云
へ
、
決
し
て
卑
屈
な
る
態
度
を
以
て
模
倣
し
た
の
で
は

無
い
。
寧
ろ
其
の
明
瞭
な
る
こ
と
、
正
確
な
る
こ
と
、
及
び
方
式
の

黙
に
於
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
勝
る
も
の
で
あ
る
。
爾
法
典
の
間

に
八
五
年
間
の
歳
月
と
法
律
學
進
歩
の
差
異
と
が
あ
る
九
め
か
、

・
・
パ
ニ
・
糞
穿
が
量
的
で
あ
る
（
聾
額
遍
齢
。
冒
．
．
）
。

　
何
は
兎
も
あ
れ
、
イ
ス
パ
ニ
や
民
法
典
が
編
纂
さ
れ
た
と
云
ふ

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
二
號
　
　
四
〇
五
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イ
ス
Ψ
八
ニ
や
無
二
史
上
に
於
け
ろ
羅
腿
脚
法
の
使
命

第
二
十
…
維
山
　
第
二
號
　
　
　
四
〇
編
ハ

こ
と
は
冨
法
律
を
國
家
的
に
統
一
し
完
全
な
る
法
典
を
編
纂
す
る

と
云
ふ
羅
馬
法
の
世
界
的
使
命
が
イ
ス
パ
ニ
ヤ
の
國
に
於
て
も
亦

立
派
に
果
さ
れ
た
こ
と
を
謹
明
す
る
も
の
で
あ
る
（
H
α
）
・

む

す

び

　
イ
ス
パ
ニ
ヤ
も
亦
伊
・
佛
・
濁
等
の
諸
國
と
等
し
く
羅
馬
法
の
近
代
的
領

域
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
G
其
の
法
制
史
護
展
の
傾
向
に
於
て
も
亦
血

膿
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
9
今
更
な
が
ら
イ
エ
ー
リ
ソ
グ
の
名
」
言
を

31

ｭ
わ
け
で
も
な
い
が
、
イ
ス
パ
ニ
や
竜
亦
羅
馬
に
三
度
征
服
さ
れ
て
み

る
。
而
し
て
イ
ス
パ
ニ
や
法
制
史
上
に
於
け
る
羅
馬
法
の
地
位
に
も
亦
之

と
一
脈
相
通
じ
て
關
聯
す
る
も
の
が
あ
る
。
勘
ち
、
古
代
に
於
て
は
羅
馬

の
武
力
に
伴
っ
て
其
の
法
律
が
直
接
招
來
さ
れ
、
申
世
に
於
て
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
力
に
依
っ
て
羅
馬
法
が
保
持
さ
れ
、
近
世
に
於
て
は
羅
馬
法
其

の
も
の
が
イ
ス
パ
ニ
や
法
を
統
＝
し
て
完
金
に
「
羅
馬
法
の
世
界
的
使
命
し

を
果
し
た
。

（　’1　rtny　s，　）


